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日程第１１ 議案第２６号 平成１６年度那須塩原市板室温泉簡易水道事業特別会計予算 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１２ 議案第２７号 平成１６年度那須塩原市西塩簡易水道事業特別会計予算 
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日程第４４ 議案第５８号 塩原町チャイルドシート購入費補助金交付条例の廃止について 

             （提案説明） 

日程第４５ 議案第 ５号 平成１７年度那須塩原市一般会計予算 

             （提案説明） 

日程第４６ 議案第 ６号 平成１７年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第４７ 議案第 ７号 平成１７年度那須塩原市老人保健特別会計予算 
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日程第５０ 議案第１０号 平成１７年度那須塩原市板室温泉簡易水道事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第５１ 議案第１１号 平成１７年度那須塩原市西塩簡易水道事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第５２ 議案第１２号 平成１７年度那須塩原市下水道事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第５３ 議案第１３号 平成１７年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第５４ 議案第１４号 平成１７年度那須塩原市土地区画整理事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第５５ 議案第１５号 平成１７年度那須塩原市公共用地先行取得事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第５６ 議案第１６号 平成１７年度那須塩原市温泉事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第５７ 議案第１７号 平成１７年度那須塩原市墓地事業特別会計予算 

             （提案説明） 

日程第５８ 議案第１８号 平成１７年度那須塩原市黒磯水道事業会計予算 

             （提案説明） 

日程第５９ 議案第１９号 平成１７年度那須塩原市西那須野水道事業会計予算 

             （提案説明） 

日程第６０ 議案第２０号 平成１７年度那須塩原市塩原水道事業会計予算 

             （提案説明） 

日程第６１ 議案第５９号 那須塩原市と栃木県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約の廃止について 

             （提案説明） 

日程第６２ 議案第６０号 栃木県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更に 

             ついて 

             （提案説明） 

日程第６３ 議案第６１号 字の廃止及び字の区域の変更について 

             （提案説明） 

日程第６４ 議案第６２号 市道路線の廃止及び認定について 

             （提案説明） 
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開会 午前１０時０４分 

 

○議会事務局長（渡部義美君） おはようございま

す。 

  開会に先立ちまして、ご報告申し上げます。 

  このたび、全国町村議会議長会より旧塩原町議

会議員として15年以上在職され、町政発展に貢献

をなされたことによりまして、礒紀則議員が表彰

を受けております。 

  ここで議長から表彰状の伝達を行います。 

  副議長、前にお進みください。 

〔表彰状伝達〕 

○議会事務局長（渡部義美君） 総務部長から発言

があります。 

○総務部長（佐藤邦昭君） おはようございます。 

  誠に申しわけございませんけれども、開会前に

議案資料の訂正と追加をお願いしたいと思います。 

  議員の皆様方に配付をしております平成17年第

２回那須塩原市議会定例会議案（付）の中に関連

いたします説明資料の一部に誤りがございました

ので、ご説明を申し上げさせていただきます。 

  まず、訂正いたします議案資料は、議案第８

号 平成17年度那須塩原市介護保険特別会計予算

に関する資料であります。議案資料の24ページに

なります。 

  これにつきましては、前年対比の伸び率の計算

に誤りがございましたので、正しい数字に訂正し

た、24ページ１枚の資料についてお手元にお配り

をしてございますので、差しかえをお願いいたし

たいと思います。 

  また、別に不足いたします議案書につきまして

は、議案第62号 市道路線の廃止及び認定につい

てに関連いたします資料認定の路線、732号及び

1282号の路線位置図でございますけれども、これ

につきましては、追加いたします資料として、

101ページ、102ページの資料を、お手元に配付し

てございます議案資料に追加していただきますよ

うお願いを申し上げます。 

  次に、別冊で配付をしております予算資料、平

成17年度一般会計・特別会計予算資料の中で、基

金に関する資料に誤りがございました。 

  資料の21ページ、22ページになりますが、これ

につきましても、正しい数値に訂正いたしました

資料についてお手元にお配りをしておりますので、

差しかえをお願いしたいと思います。 

  以上、議案資料の訂正につきましてお願いを申

し上げます。申しわけございませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（人見菊一君） おはようございます。大変

悪路のところ、ご苦労さまでございます。 

  本日招集になりました平成17年第２回那須塩原

市議会定例会は、議員各位のご参集をいただき、

ここに開会の運びとなりました。 

  本定例会には、市長提出として62件の議案が提

出されることになっております。議員各位には、

慎重に審議を尽くされ、また、議会運営につきま

しても特段のご協力をお願い申し上げまして、開

会のあいさつといたします。 

  ただいまから平成17年第２回那須塩原市議会定

例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は61名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（人見菊一君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（人見菊一君） 日程第１、会議録署名議員

の指名について。 

  会議録署名議員に 

    ３番 松 村 宣 夫 君 

    ４番 相 馬 義 一 君 

 を指名いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市長あいさつ 

○議長（人見菊一君） 市長からあいさつがありま

す。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  本日は、平成17年第２回那須塩原市議会定例会

を招集させていただきましたところ、議員の皆様

には何かとお忙しい中、ご参集を賜り、誠にあり

がとうございます。 

  平成17年第２回那須塩原市議会定例会の開会に

当たり、市政運営について、私の所信の一端を申

し上げますとともに、平成17年度予算案について

その概要を申し上げます。 

  私は、このたび多くの市民の方々のご支持をい

ただき、那須塩原市長の重責を担うこととなりま

した。 

  改革の時代には、市民の皆様はもとより、たく

さんの方々からの大きな期待を担って誕生いたし

ました那須塩原市の初代市長として、改めてその

責任の重さを痛感し、身が引き締まる思いであり

ます。 

  市長として、那須塩原市11万5,000人の市民の

ために全身全霊を傾注し、「人と自然がふれあう

やすらぎのまち那須塩原市」建設に邁進していく

覚悟でございます。 

  その基本的となる考え方について申し上げます。 

  まず、市政は申し上げるまでもなく、市民のた

めに行われるものであります。特に、那須塩原市

は、３市町が合併し、誕生したばかりであります

ので、地域的な偏りや不公平感が生じないよう、

公平・公正を旨として、一つ一つ十分に意を尽く

してまいります。そして、行政に携わる職員はも

とより、議員各位、市民の方々が、一日も早く

「ふるさとは那須塩原市です」と言えるようなま

ちづくりを進めていきたいと思っております。 

  また、那須塩原市は、合併協議の中で市民にさ

まざまな約束をしてまいりました。その中心とな

りますのは、新市建設計画であります。計画に盛

り込まれた事務事業について、新市の視点から再

度論議をし、那須塩原市としての総合計画、いわ

ゆる長期振興計画をできるだけ早い時期に策定し、

市政運営の方針にしていきたいと考えております。 

  なお、本計画の策定に当たりましても、これか

ら申し上げます各施策の実施に当たりましても、

車座談議的な集まりや職員の地域担当制などの方

法を取り入れ、市民の声、地域の声を大事にしな

がら進めてまいる所存であります。 

  次に、各施策の基本的な考え方を申し上げます。 

  まず、すべての施策の目標であります「活力に

満ちた那須塩原市」の建設に関し、特に、次の３

事業をメーンとして推進してまいりたいと考えて

おります。 

  １つ目は、那須塩原駅周辺、黒磯駅周辺、西那

須野駅周辺の整備であります。11万5,000人都市

の玄関としての顔づくりといたしまして、にぎわ

いを取り戻せるような事業を促進してまいります。 
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  ２つ目には、塩原温泉、板室温泉を核とした国

際観光都市那須塩原市づくりであります。 

  実現に向けた具体的事業としては、塩原温泉に

おける地域再生計画事業の着実な実施、そして国

際化に対応できる接客システムの構築、また開湯

1200年祭を初めとする観光イベントやＰＲ事業な

どを充実し、さらに、新幹線や福島空港などの高

機能交通機関を生かした誘客活動を進めていきた

いと考えております。 

  ３つ目は、新たな企業立地に向けた取り組みの

強化であります。 

  活力あるまちづくりには、雇用等の問題も含め、

産業の振興が必要不可欠であります。幸い、現在

でも交通の便に恵まれた本市は、近い将来もう一

つのインターチェンジができ、さらに利便性が向

上することになります。新インターチェンジ周辺

には産業団地があり、こうした交通の利便性に加

え、税制面での思い切った優遇措置等でできる限

りの誘致努力を払い、新たな産業の立地を進めて

いきたいと考えております。 

  次に、福祉に関する考え方について申し上げま

す。 

  福祉の基本は、子供からお年寄りまで、年齢や

障害にかかわらず、だれもが安心して暮らせる地

域社会をつくり上げていくことだと思います。そ

ういう意味で、地域福祉の充実を通して、課題の

解決を進めていきたいと考えております。 

  取り組むべき課題といたしましては、まず、少

子化への対応であります。「安心して子育てがで

きる環境整備」は重要な課題であり、多様な保育

や子育て相談窓口の充実のほか、栃木県との連携

のもとで、子供たちの医療費の無料化の拡大など

に努めてまいります。 

  もう一つの大きな課題であります高齢者福祉で

は、特に介護保険に力を入れていきたいと考えて

おります。施策としては、地域単位で介護予防に

取り組めるシステムを検討し、整備を進めたいと

思います。 

  また、福祉施策の推進においても重要な役割を

果たし、これからのまちづくりに欠かせないＮＰ

Ｏ等民間との連携を強め、地域社会の力をネット

ワーク化し、地域社会全体で支え合う福祉を目指

していきたいと考えております。 

  教育面では、その体制が整った35人学級から、

できるだけ早い時期に30人学級への移行を実現し

ていきたいと考えております。 

  同時に、特色ある学校づくりや、地域ぐるみで

の子供たちの安全を守っていくシステムの構築等

にも努めながら、子供たちの一人一人を大切に守

り育てていける環境を整えてまいります。 

  また、文化面では、旧３市町から引き継がれた

すばらしい歴史遺産や伝統行事を大切に継承して

いくことはもとより、那須塩原市としての新しい

文化の創造等にも取り組んでいかなければならな

いと思っております。 

  産業に関しましては、利便性の高い交通網を生

かした農業、工業、商業、そして観光の振興を基

本として考えております。 

  農業では、関係機関との連携の中で、特産品づ

くりなどを推進し、将来のある首都圏農業の確立

を目指していく一方、生乳生産本州一を誇る酪農

に関しましても、課題であるふん尿対策に鋭意努

力をしながら、生産の拡大と安定経営を目指して

まいります。 

  工業につきましては、厳しい環境であることは

事実でありますが、思い切った税制面での優遇措

置などを検討し、新規企業の誘致を積極的に図る

とともに、商工会と協力しながら異業種交流等も

促進し、既存企業の元気アップにも取り組んでま

いりたいと考えます。 
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  また、商業につきましては、中心市街地活性化

事業等を通して商店街の環境整備を進めるととも

に、新規出店者支援なども検討してまいります。 

  観光につきましては、県内６観光地の２つであ

ります塩原温泉、板室温泉を核とし、観光は総合

産業であるという視点に立ち、地場産品の活用も

含め、ソフト、ハード両面でのグレードアップと、

それぞれの温泉の独自性の確立を進め、世界に発

信できる国際観光地を目指してまいります。 

  次に、社会資本整備についてであります。 

  那須塩原市の新たな基盤づくりを進める中で、

まず第一に、（仮称）黒磯インターの設置を初め、

現在進めております新市の骨格となるべき幹線道

路の早期完成に努めていきたいと考えております。 

  また、新市の拠点づくり、顔づくりとして、３

つの駅周辺の整備を促進していく一方、市街地の

課題であります雨水排水対策についても早期解決

に努め、消防、防災面での体制整備と相まって、

災害に強いまちづくりを進めていきたいと思って

おります。 

  環境面では、何といっても「自然と共生したま

ちづくり」を進め、那須塩原市のシンボルである

「緑豊かな自然と美しい環境」を次代に引き継い

でいかなければなりません。そのためにも、計画

的な土地利用のもとで、秩序ある開発を推進して

いくと同時に、新市の環境基本計画を早期に樹立

し、市民と行政、そして業者の役割を明確にしな

がら、環境の保全に努めていきたいと考えており

ます。 

  このほか、平成20年度の稼働に向けたごみ焼却

場施設の建設についてはもちろんのことでありま

すが、ごみの減量化や資源化、さらには、産業廃

棄物対策の強化などにも努めていかなければなら

ないと思っております。 

  なお、行政面では、合併の最大の目的である行

政の効率化に向けて、適正な定員管理計画や人材

育成計画の樹立、そして事業評価制度などさまざ

まな手法を研究し、組織機構のあるべき姿を検討

しながら、低コストで高サービスを提供できるよ

う財政改革を積極的に進めてまいります。 

  また、より一層の市民サービスの向上を目指し

て、ワンストップサービスの実現を初め、ホーム

ページの充実や市営バスのネットワーク化などに

ついても早期に実現に努めます。 

  このほか男女共同参画社会の実現や情報公開、

あるいは個人情報保護といった今日的な課題につ

いても、積極的に取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

  以上が、市政運営に関する私の基本的な考えで

ありますが、これらの具現化に当たりましては、

常に11万5,000人の市民の立場に立って考え、実

行していく所存であります。 

  続きまして、平成17年度の予算編成についての

基本的な考えを申し上げます。 

  平成17年１月１日に誕生した那須塩原市にとり

まして、通年予算となる平成17年度当初予算は、

新市として最初の予算であり、新たなまちづくり

のための第一歩となる予算であります。 

  この那須塩原市における当面のまちづくりの指

針となるものは、新市建設計画であり、また事務

事業を推進するための基本は合併協定書となりま

す。このことから、平成17年度の当初予算は、合

併協定書や事務事業の一元化調整などで論議が整

った事項は、誠実に履行する。新規事業は計画策

定に関する予算など、新市としての基礎を固める

ための予算を優先する。ハード面での継続事業に

ついては、旧３市町で既に着手していることから、

その完成を優先するという３つの考え方を基本に、

しっかりとした基盤づくりのための予算とするこ

とを目途に編成いたしました。 
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  まず、当初予算の基本についてでありますが、

一般会計は、旧３市町の平成16年度当初予算と比

較し、1.3％減の368億6,000万円となります。し

かし、平成16年度予算には、旧黒磯市、西那須野

町において、平成七、八年に借り入れた減税補て

ん債の借りかえ分12億1,750万円が含まれており

ますので、これらを差し引いた実質的な予算規模

での比較は、2.0％の伸びとなります。 

  次に、特別会計でありますが、那須塩原市では、

国民健康保険特別会計から墓地事業特別会計まで

の12の会計を設置いたしました。この総額は263

億3,332万円で、旧３市町の前年度予算と比べ

5.6％の伸びとなりました。 

  また、これら会計間における繰り出し、繰り入

れの重複を差し引きした純計は594億6,501万

2,000円で、率にして1.4％の伸びとなっておりま

す。 

  引き続きまして、新たな取り組みや拡大・拡充

など、新市の主な事務事業につきまして、新市建

設計画のまちづくりの基本方向に従いまして申し

上げます。 

  まず、新市のステップアップを支える社会基盤

づくりでは、その基盤となる計画づくりとして、

道路整備基本計画と総合雨水排水基本計画の策定

に取り組みます。新市の一体的なまちづくりと市

民生活の安定・向上に大きく寄与するものであり

ますので、できるだけ早い時期に策定したいと思

います。なお、この２つの基本計画は、密接に関

連いたしますので、一体的に進めてまいりたいと

考えます。 

  また、広域拠点、地域拠点の整備といたしまし

ては、ＪＲ那須塩原駅西口の土地区画整理事業で

は、平成17年度西地区の整備が完了する予定であ

りますので、北地区の整備に重点化することとし

て、一般会計と特別会計で合わせて約６億8,000

万円を投入し、事業の一層の推進を図ります。 

  また、西那須野地区におきましては、まちづく

り交付金事業を活用し、都市計画道路３・４・２

中央通りの整備のほか、太夫塚公園の主要施設で

ある体験学習施設の整備に着手をいたします。 

  さらに、塩原地区でも同様に、まちづくり交付

金事業により、塩原温泉地区を「歩いて楽しむこ

とができる温泉街」とするため、周遊道路整備に

関する測量調査を実施いたします。 

  続きまして、「快適な生活空間づくり」では、

那須塩原駅構内のバリアフリー化を目指し、ホー

ムにエレベーターを設置するための支援を行うほ

か、街灯の設置補助金やその管理のための補助金

を大幅に増額し、安全で快適な環境の整備に努め

ます。 

  また、「健やかに安心して暮らせる社会づく

り」では、高齢者や障害者など、福祉各部門計画

の上位に位置する計画として地域福祉計画を策定

します。 

  子育て支援では、子育て支援コーディネーター

を新たに雇用し、子育てに関する相談や情報の集

約・提供など、子育て支援機能の充実を図りたい

と思います。 

  このほか、生活保護では、旧西那須野町と塩原

町の生活保護対象者を見込み、９億5,000万円を

計上したところであります。 

  「豊かな心と文化を育むまちづくり」におきま

しては、まず、老朽化の著しい西那須野学校給食

共同調理場の建てかえに着手をいたします。 

  また、東那須野公民館の建てかえにつきまして

は、平成16年度中に実施計画が完了しましたので、

改築のための工事費を計上いたしたところであり

ます。 

  一方、学校教育に関するソフト面での対応とし

ては、小学校及び中学校の教育推進費に約２億
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6,600万円を計上し、少人数学級、いわゆる35人

学級実現のための教科別指導講師を初め、小学校

のＡＤＨＤ等の対応に当たる学級活動支援講師や、

中学校における不登校対応のための学校生活適応

講師など、合わせて103人を雇用いたします。こ

れは平成16年度の３市町における臨時講師の雇用

77人と比較し、26人の増となるものであります。 

  このほか、国際化社会の対応として、市内の公

共施設や病院等の生活に必要な案内版「便利マッ

プ」の作成や生活に関連する情報を、英語やポル

トガル語、韓国語など５か国語で表示した「生活

ガイドブック」の作成にも取り組んでまいります。 

  次に、「活力を創出する産業環境づくり」は、

畜産振興対策で、栃木県で開催される全国ホルス

タイン共進会の負担金のほか、那須塩原市として

新たに立ち上げを予定している畜産振興会への支

援のための経費を計上いたします。 

  また、観光の振興では、平成18年に開湯1200年

を迎える塩原温泉を全国的にアピールするための

プレイベント経費やＰＲ経費等に充てるための補

助金を計上するほか、塩原温泉活性化を目指す地

域再生事業計画の核となる観光拠点施設として、

（仮称）塩原温泉公園の整備に関する経費も計上

したところであります。 

  さらに、「交流と協働のまちづくり」では、新

市のまちづくりの基本を定める振興計画の作成に

取り組みます。また、行財政の効率化のための財

政改革大綱につきましても、できるだけ早い時期

にまとめたいと考えております。このほか、新市

誕生記念号として、市勢要覧の作成にかかわる経

費も計上いたします。 

  ハード面では、老朽化が著しく、耐震診断でも

安全性に問題があると指摘されている塩原支所庁

舎の改築に関する経費を計上いたしましたが、こ

の塩原支所庁舎の改築に関する財源については、

設計費も含めて全額旧塩原町の庁舎増改築基金に

よる対応とさせていただきました。 

  一方、これらの財源としての歳入の見込みであ

りますが、まず、市税は、法人市民税で大手製造

会社における特別損失計上の終了による大幅増や、

その他の法人でも景気回復による増額を見込んだ

ことなどで、市税全体で旧市町との前年度対比で

3.5％増の174億6,817万円を計上いたしました。 

  また、地方交付税は、市税収入の伸びや三位一

体改革の影響等を勘案し、前年度比2.3％の減と

したところであります。 

  なお、国の三位一体改革に伴う国庫補助負担金

の一般財源化に対する暫定的な税源移譲措置とし

ての交付される所得譲与税は、３市町の前年度譲

与見込み額合計の２倍を超える３億8,974万8,000

円を計上いたしましたが、これは国の総枠１兆

1,159億円から人口割で算出したものであります。 

  最後に、合併特例債の計上についてであります

が、まず、那須塩原市における標準全体事業費と

起債の規模について申し上げますと、事業費は

403億円で、これらに対する合併特例債の限度額

は約383億円となります。この特例債は、合併後

10年間にわたり活用できることから、総額を単純

に10で割りますと、年間38億円となります。今回、

予算に計上させていただきました合併特例債は22

億7,130万円で、38億円を一つの枠と考えたとき、

約６割を計上したことになります。 

  なお、今後のこの合併特例債の活用につきまし

ては、起債の充当率や元利償還金に対する交付税

措置等を見れば、通常起債より有利な取り扱いと

なるため、優先的に活用したいと考えております

が、何でも特例債でやるという姿勢ではなく、事

業の優先順位に配慮しながら、適切に運用してま

いりたいと思います。 

  平成17年度予算は、これまでの３市町の継続事
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業の推進や懸案事項として積み残されたものの処

理のほか、新市の芽吹きとなる事業費の計上など、

地域バランスを考慮しながら編成したところであ

ります。 

  これらの詳細につきましては、各予算に関する

提案説明の中で改めて説明をさせていただきます

ので、ご理解を賜り、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

  ここで、定例市議会の議案について申し上げま

す。 

  那須塩原市として最初の定例議会にご提案を申

し上げます議案は、固定資産評価審査委員会委員

の選任案件のほか、平成17年度の当初予算案件16

件、平成16年度那須塩原市の予算案件が17件、条

例の制定、一部改正案件が合わせて16件、暫定施

行となっておりました条例の廃止案件が５件、そ

の他の案件が４件、専決処分の報告案件が３件で、

合計62件であります。 

  内容につきましては、この後の提案説明の中で

詳細を申し上げますが、行政執行上、いずれも重

要な案件でございますので、よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願いを申し上げまして、

開会に当たりましてのごあいさつにかえさせてい

ただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（人見菊一君） 市長のあいさつが終わりま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎出席職員の紹介 

○議長（人見菊一君） ここで、総務部長の発言を

許します。 

  総務部長。 

○総務部長（佐藤邦昭君） 第２回那須塩原市議会

定例会において、従来の出席職員に変更がありま

すので紹介をさせていただきます。 

  委員の皆様から向かいまして、右側の列になり

ます。企画部秘書課長、三森忠一。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○秘書課長（三森忠一君） 秘書課長の三森でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（人見菊一君） 次に、日程第２、会期の決

定についてを議題といたします。 

  本定例会に先立ち、議会運営委員会が開催され

ておりますので、議会運営委員長の報告を求めま

す。 

  議会運営委員長、54番、大島昇君。 

〔議会運営委員長 大島 昇君登壇〕 

○議会運営委員長（大島 昇君） おはようござい

ます。 

  議会運営委員会のご報告を申し上げます。 

  本定例会における会期の日程、議案の取り扱い、

その他議会運営上必要な事項を協議するため、去

る２月25日午前10時より第４委員会室において、

委員11名、正副議長、市長以下執行部関係者出席

のもと議会運営委員会を開催いたしました。 

  まず、本定例会の会期について申し上げます。 

  会期については、本日３月４日より３月23日ま

での20日間といたします。会期内の日程の詳細に

ついては、配付された会期日程表のとおりといた

します。 

  本定例会に提出される案件は、市長提出案件と

して人事案件１件、条例案21件、当初予算案16件、

補正予算案17件、その他７件の計62件であります。 

  次に、議案の取り扱いについてでありますが、
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同意第１号の人事案件、議案第21号から議案第37

号までの補正予算案17件、議案第38号及び議案第

48号の条例案件２件、合わせて20件については、

即決扱いといたします。 

  即決案件20件と報告３件を除く39件については、

各常任委員会に付託をし、審査を行うことといた

します。 

  次に、追加議案について申し上げます。 

  市長提出による追加議案として、那須塩原市監

査委員の選任について、那須塩原市公平委員の選

任について、那須塩原市教育委員の任命について

の人事案３件が予定され、また、選挙管理委員会

委員及び同補充員の選挙、及び議員提出による追

加議案としては、議案第40号の公平委員会設置条

例の制定についてに連動して、那須塩原市議会委

員会条例の一部改正についてと、この後述べる陳

情の審議いかんによってその意見書の提出などが

予定されておりますが、その際には、いずれも即

決扱いといたします。 

  議案に対する質疑は、同一議題につき１人３回

まで、時間は10分以内で、連続して行うこととい

たします。 

  討論は同一議題につき賛成、反対、それぞれ５

人まで、時間は１人10分以内といたします。 

  次に、市政一般質問について申し上げます。 

  市政一般質問は、質問回数の制限はなく、時間

は１人20分以内とし、１回目の質問に通告したす

べての項目を行うこととします。質問通告者は24

名であり、日程上、３月８日に８名、３月９日に

８名、３月11日に８名の３日間といたします。 

  最後に、陳情について申し上げます。 

  陳情は、新規に受理したものは５件でございま

す。詳細については、請願・陳情等文書表のとお

りでありますが、それぞれ関係常任委員会に付託

をし、審査を行うことといたします。 

  最後に、議案の採決方法についてでありますが、

３月定例会については、挙手採決といたします。 

  以上が、議会運営委員会における審議の結果で

あります。 

  議員各位におかれましては、円滑な議会運営に

ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、

ご報告といたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（人見菊一君） 報告が終わりました。 

  ただいまの報告について質疑を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長

報告のとおり、本日から３月23日までの20日間と

し、議案の取り扱い等についても議会運営委員長

報告のとおりとすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から３月23日

までの20日間と決しました。 

  また、議案の取り扱い等についても、議会運営

委員長報告のとおりといたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（人見菊一君） お諮りいたします。 

  本定例会における議案上程の際、議案朗読は省

略したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議ありませんので、本定

例会における議案上程の際、議案朗読は省略いた

します。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎同意第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（人見菊一君） 次に、日程第３、同意第１

号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 同意第１号 固定資産評価

審査委員会委員の選任について、提案の説明を申

し上げます。 

  固定資産評価審査委員会委員については、地方

自治法並びに那須塩原市市税条例の規定に基づき

３名の委員を置くこととなっておりますが、本年

１月１日から那須塩原市の設置に伴い、市長職務

執行者において暫定委員３名が選任されておりま

す。 

  今回の議案につきましては、暫定委員として小

川親男氏、小宮英一氏、郡司啓一郎氏の３氏の

方々を選任されておりますが、３氏とも知識、経

験ともに豊富で、人望も厚く、公平・公正な審査

ができる人物であると確信し、引き続き固定資産

評価審査委員会委員として正式に選任いたします

ので、地方自治法の規定に基づき、議会の同意を

求めるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご同意くださいますよう

お願い申し上げまして、提案の説明といたします。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  同意第１号については、原案のとおり同意する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、同意第１号については、原案のとおり

同意することに決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（人見菊一君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 大変失礼をいたしました。 

  説明の中で、地方自治法と申し上げたそうでご

ざいますけれども、地方税法でございますので、

ご訂正をお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○議長（人見菊一君） 次に、日程第４、議案第38

号 那須塩原市合併振興基金条例の制定について

を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市長。 
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〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 議案第38号 那須塩原市合

併振興基金条例の制定について、提案の説明を申

し上げます。 

  当基金は、地方自治法の規定に基づく特定目的

基金の一つでありまして、この原資につきまして

は、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基

づき、合併特例債を活用するものであります。 

  具体的には、合併後における那須塩原市民の連

携の強化、または旧市町村の区域の地域振興を図

るためのソフト事業を行うことを目的に基金を積

み立て、その運用益を新市建設計画において位置

づけられた必要な事業の財源に充てるものであり

ます。 

  なお、基金の積み立て額は29億6,000万円で予

定しており、それにつきましては、今回、平成16

年度一般会計予算として別途計上しているところ

であります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げ、説明といたします。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

  18番、植竹伸一君。 

○１８番（植竹伸一君） ２点ほど、基金の特例債

についてですが、返済方法、３年据え置きで、何

年間で返済する予定でいるのかが１点目。 

  それから、２点目は、この10年間の期待果実、

１年目は4,400万円という話ですけれども、10年

間そういう見込みでいるのか、それとも今年だけ

の額なのか、総合的にはどのように見込んでいる

のか。ちょっとこれ、よく私わからないので、非

常に恥ずかしい質疑なんですが、あえてやります。 

  この２点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（人見菊一君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをさせていただ

きます。 

  まず、１点でございますが、返済は10か年とい

うふうに計画をしております。 

  それから、２番目にありました期待果実でござ

いますけれども、利子の総額といたしましては、

私どもの資産といたしましては、１年目と同じく

それを10か年間というふうに考えてございます。

それで、10か年間の固定の保証がありますので、

そのような形で考えております。 

  ただし、この利率につきましては、想定を

1.5％というふうにしておりますけれども、これ

は購入時点で若干変動がありまして、1.5は確定

数ということではございませんので、お含みおき

いただきたいと思います。 

  なお、那須地区広域行政で購入したときには

1.6という数字も出ています。大体1.3から1.6、

1.7あたりの間で決まっていくというふうに考え

てございます。それで、10か年でそのような形と

いうふうにお考えいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（人見菊一君） 18番、植竹伸一君。 

○１８番（植竹伸一君） ということは、１番目の

質問のお答えですが、10年間ということですが、

３年据え置きの後からの10年間返済ということで

理解してよろしいんでしょうか。 

  それから、今の利子のお話ですが、変動がある

ということで、4,400万円果実は毎年という確実

な数字ではないという、変動があるということで

理解してよろしいんですね。 

○議長（人見菊一君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  10年というのは、据え置きの期間を入れて、す

べてで10年というふうにお考えいただきたいと思

います。 
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  それから、変動すると申し上げましたのは、毎

年変動していってしまうということではなくて、

最初に購入するわけですね、政府保証債を購入す

る。そのときに、その利息は幾ら、購入する金額

が幾らというふうな、要するに額面が、10万円単

位とか100万円単位とかあるんですが、例えば10

万円の額面のものを九万九千何百円という形で購

入する。株を買うような一種のものですけれども、

株と違ってこれは政府保証債ですから保証はされ

ておりますけれども、そういう額がその買う時点

のときにそれぞれ少しずつこう変わっていくとい

う形ではあります。 

  以上です。 

○議長（人見菊一君） 18番、植竹伸一君。 

○１８番（植竹伸一君） 今、株の話ではいろいろ

話題になっていますけれども、私も株の話は見え

ませんので、これは国債ですので株とは違うとい

うことですが、国債購入して、いわゆる果実の利

子を使い、そしてまた利子を負担して、こういう

マネーゲーム的な財政のあり方というのは、どう

なのかなという、私、素人判断ですけれども、ち

ょっと変ではないかなと。やはり債権処理という

姿は、地方自治体の財政計画としてはいいのかど

うか、その辺不安なんですけれども。ちょっと疑

問を呈したいんですけれども、その辺については

全然心配ないというご理解でよろしいでしょうか。 

○議長（人見菊一君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  これは政府保証債でございますから、一般の株

のように、投機的な目的で変動しながら、売り買

いをしながら進めていくというものではございま

せんので、確実なものだ。 

  例えば国が発行するのは国債、我々のほうの地

方自治体が買えるのは地方債、それで、政府保証

債は、例えば道路公団とか、そういう事業に使う

ものでの財源を負うためのもので、それをかつ政

府が元利関係を保証するということでございます

ので、マネーゲームというような発想はございま

せん。当然、公金は安定かつ確実な保管をすると

いうのがもう大原則でございますので、それにの

っとってやっていくというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（人見菊一君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） ないようですので、質疑を

終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（人見菊一君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号については、原案のとおり決するこ

とでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○議長（人見菊一君） 次に、日程第５、議案第48

号 那須塩原市税条例の一部改正についてを議題

といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 
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  総務部長。 

○総務部長（佐藤邦昭君） では、議案第48号 那

須塩原市税条例の一部改正につきまして、提案の

ご説明をさせていただきます。 

  不動産登記法がオンライン申請に対応すること

を主な目的といたしまして、全面的に改正され、

平成17年３月７日に施行されることになりました。

これに伴い、地方税法を初めとする関係法律の改

正も同日施行されることになっております。 

  このため、市税条例においても、用語を初め、

引用条項の変更が必要となりますことから、一部

改正のための議案を提出するものでございます。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第48号については、原案のとおり決するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり決しました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○議長（人見菊一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○議長（人見菊一君） 次に、日程第６、議案第21

号 平成16年度那須塩原市一般会計予算について

を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 議案第21号 平成16年度那

須塩原市一般会計予算について、提案の説明を申

し上げます。 

  平成17年１月１日に、合併特例法の適用を受け

た県内初の団体として誕生いたしました那須塩原

市の予算、いわゆる本予算は、平成17年１月から

３月までの間に必要となるべき経費を含む予算と

なります。 

  １月１日付で専決処分をし、１月12日に承認を

得た那須塩原市の暫定予算は、旧３市町の平成16

年度に計上された事務事業を合併後も継承し、適

正な執行をするため予算として編成したもので、

その予算計上額は、原則として平成16年度の旧３

市町の予算現額から平成16年12月31日までに各市

町で執行した額を控除した後の執行残額となって

おります。 
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  さらに、那須塩原市発足に伴う増加経費分、例

えば市長選挙経費なども計上したため、おおむね

暫定予算イコール本予算となっております。 

  しかし、暫定予算は、12月末における決算の確

定と１月以降の執行を考慮し、過不足の調整が必

要となっております。これらのことから暫定予算

を再確認し、過不足の補正をすることでそれを本

予算とするものであります。 

  それらを踏まえ、本予算は、旧３市町で12月ま

でに予算計上された事務事業のうち、①12月末ま

でに事業等は完了したが、その支払いの整理が１

月以降となっているもの、②12月末日で執行途中

の事業で、その完了や支払いが１月以降となるも

の、③12月末日では未執行であるが、新市におい

て１月以降にその事業の実施及び支払いを行うも

のについて計上いたしました。また、新市におい

て、１月以降に実施が必要な新規事業につきまし

ても計上したところであります。 

  なお、予算書のつくりとしては、暫定予算同様、

款項を統一し、説明事項である目以下については、

３市町が通年予算として編成し執行していること、

説明の容易さなどを考慮し、予算残額を単純に合

併したものとし、事項別明細書は旧市町別に３冊

となっております。また、新市発足に伴う新たな

増加経費は、便宜上、旧黒磯市の事項別明細書に

計上しています。 

  それでは、一般会計予算の概要につきまして、

ご説明を申し上げます。 

  一般会計予算の総額は188億3,087万8,000円で

あります。 

  これらの主なものについて、歳入から申し上げ

ますと、まず、市税の計上額は43億2,273万1,000

円で、このうち市民税は17億1,747万7,000円、固

定資産税は21億1,154万6,000円を計上し、これら

の２つの税目で市税全体の約88.6％を占めており

ます。 

  次に、２款地方譲与税から10款地方交付税まで

の、いわゆる国・県からの交付金の主なものにつ

いてでありますが、地方譲与税は２億1,122万

6,000円、地方消費税交付金は１億5,267万1,000

円、地方交付税は５億5,517万5,000円をそれぞれ

計上いたしましたが、これらは交付日が決まって

おりまして、12月交付分までは既に旧市町で収納

いたしておりますので、それぞれの３月分の交付

見込み額を計上いたしたところでございます。 

  なお、地方特例交付金につきましては、12月ま

でに全額交付済みとなりましたので、新市での計

上はございません。 

  引き続き、13款使用料及び手数料でありますが、

市営駐車場や公営住宅、観光施設などの公共料金

施設の使用料として１億922万4,000円、また手数

料は戸籍や住民票などの各種証明手数料等で

3,024万8,000円の、合わせて１億3,947万2,000円

を見込み計上いたしました。 

  次に、国・県支出金でありますが、国庫支出金

は17億8,643万4,000円、県支出金は22億8,097万

4,000円をそれぞれ計上いたしましたが、これら

はいわゆる特定財源と言われているもので、一般

的に補助事業等の見合いで交付されることになり

ました。このため、交付時期は事業完了後となる

ことから、新市計上額が大きくなっています。補

助事業は旧市町で既に着手をしておりますので、

年度末までにはおおむね見込みどおり交付される

ものと思います。 

  次に、18款繰入金でありますが、これは主に基

金からの繰り入れと他会計からの繰入金を計上し

たもので、２億201万9,000円を見込み計上いたし

ました。 

  このうち、新市の財政調整基金から旧黒磯市に

9,449万6,000円の繰り入れを行いますが、これは、
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那須塩原市長選挙の費用や西那須野町、塩原町の

生活保護費など、１月から３月までの間に対応す

る必要がある新たな事業に対する財源とするもの

であります。 

  このほか、20款諸収入は22億6,775万4,000円を

計上いたしました。 

  この主なものは、３市町とも中小企業貸付金返

還金などになりますが、西那須野町、塩原町にお

いて12月末の決算が黒字決算となりましたので、

歳計剰余金をそれぞれ６億7,670万1,000円、１億

9,653万8,000円を計上したところであります。 

  また、市債は64億3,440万円を計上いたしまし

たが、国庫補助金や県補助金と同様に事業見合い

の財源となるもののほか、合併市町村振興基金及

び第２期ごみ処理施設整備事業の財源となる合併

特例債を29億9,300万円を計上いたしました。 

  なお、繰越金につきましては、各市町村におき

まして12月までに全額処理いたしましたので、新

市での計上はございません。 

  引き続き、歳出について申し上げます。 

  まず、１款議会費の計上額は１億241万3,000円

でありますが、これは３市町の現有議員61名分の

報酬のほか、１月から３月までの議会活動経費や、

事務局の運営経費等を計上いたしております。 

  なお、議員報酬につきましては、新市の規定に

基づく新たな報酬額により計上したものでありま

す。 

  続きまして、２款総務費は43億7,999万円の計

上となります。このうち１項総務管理費に40億

2,030万9,000円を計上いたしましたが、この主な

ものといたしましては、合併記念式典経費や電算

システム統合関係の業務委託経費などのほか、ま

ちづくり事業推進費に合併市町村振興基金積立金

29億6,000万円等を計上したところであります。 

  また、４項選挙費には4,998万2,000円を計上い

たしましたが、このうち4,324万3,000円は那須塩

原市長選挙の経費となります。 

  次に、３款民生費は20億6,008万円を計上いた

しましたが、１項社会福祉費では、特別会計に対

する繰出金や障害者支援費関係経費、２項児童福

祉費では、保育園の臨時保育士賃金や児童手当費

など、いずれも各市町村で当初予算などに計上し

ていました経費のうち、１月から３月に支払いが

見込まれる分を計上したところであります。 

  このほか、生活保護費には３億5,309万8,000円

を計上いたしましたが、これまで県対応というこ

とで予算計上のなかった旧西那須野町分と旧塩原

町分を加え、旧黒磯市の扶助費に一括計上したと

ころであります。 

  続きまして、４款衛生費は、老人保健事業や予

防接種事業等の保健衛生や、ごみ処理等の清掃に

関する経費として10億7,740万6,000円、５款労働

費は、中小企業退職金共済加入促進補助金等で

466万8,000円を、また、６款農林水産業費は、家

畜ふん尿処理関係費や農道林道整備事業費など農

林業の振興に関する経費で17億7,106万1,000円、

７款商工費は、空き店舗対策事業補助金や中心市

街地活性化推進事業費、（仮称）塩原温泉公園整

備事業費など商業や観光などの振興に関する経費

で、１億4,182万7,000円をそれぞれ計上いたしま

した。 

  このほか、８款土木費には、道路の維持管理費

や新設改良に関する経費、除雪費、那須塩原駅前

の土地区画整理事業、まちづくり総合支援事業費、

下水道特別会計への繰出金等で31億2,902万8,000

円を、また、９款消防費は、常備消防に対する負

担金や消防団の運営経費、消防施設の整備に関す

る経費などで３億9,263万9,000円を、さらに、10

款教育費は、小中学校や幼稚園、社会教育施設等

の運営経費などで15億8,206万2,000円をそれぞれ
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見込み計上いたしましたが、これらはいずれも旧

市町が12月までに予算に計上していた各種事務事

業の実施経費に関しまして、１月から３月に支払

いが見込まれる分を新市の予算に計上したもので

あります。 

  また、過去に借り入れた地方債の元金や利子を

償還するため、12款公債費は、後期分として27億

8,736万円を計上いたしました。 

  なお、13款諸支出金に11億3,501万6,000円を見

込み計上いたしましたが、この主なものは、旧黒

磯市における12月決算が赤字決算となったことで、

一時借入金による対応をしたもので、この返済金

を計上したところであります。 

  よろしく審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げ、提案の説明といたします。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

  46番、早乙女順子君。 

○４６番（早乙女順子君） では、まずこの中で、

平成16年度一般会計予算に関して説明を受けた中

では、まず市長選の経費が加わったものと過不足

の調整のみというふうに理解をしたわけなんです

けれども、この中で合併に伴ってふえた金額、減

った金額という中で、合併協議会の中で、来年度

になるまでに、要するに平成17年度のところで変

更があるというふうな認識をしていたものが、今

年前倒しで調整をして、それによって過不足が生

じたというようなものというのは、具体的なもの

であるのでしょうか。それをちょっと聞かせてく

ださい。 

○議長（人見菊一君） 総務部長。 

○総務部長（佐藤邦昭君） 今、来年度のものが今

年度の中で合併に伴ってというものですが、特に

そういうものはないというふうに私の方では理解

しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（人見菊一君） 46番、早乙女順子君。 

○４６番（早乙女順子君） きっと、それでは、私

が何を言いたいのかがわからなかったんだと思い

ます。 

  まず、どういう認識をしているのかを聞いたわ

けで、なぜかといいますと、３市町それぞれに微

妙に制度的なもので違うものがあると思います。

それは、平成17年度に向けて、合併後調整をして、

平成17年度からどうするかということを本格的に

決めていくんだというふうな認識をしていたもの

の中で、合併を機に前倒しで調整をしていったと

思われる事例がちょっとありまして、それをちょ

っとここのところで予算上もしかするとあらわれ、

その変更は旧黒磯市のことではないので、私ちょ

っと変更がわからないのでお聞きしたいんですけ

れども、塩原町のところであります３款民生費の

ところで、学童保育に関するもので何か変更があ

ったかどうか。もしかすると、利用形態が変わっ

たというふうに私聞いたんですけれども、十分な

審議をした上で、３市町のところの学童保育をど

ういうものにするかというのは、今後話し合いの

中で決めてくるものだと思って、平成16年度、要

するに３月31日までは今までどおり行われるもの

だというふうに聞いたんですけれども、合併に伴

って変更があったというふうに、塩原の人から私

聞いたわけで、それをちょっと執行者のほうにど

ういう変更があったのか、塩原のところの変更が、

学童保育の運営上の変更というのがどういうもの

があったのか、それが予算を伴うものかどうかと

いうことがわからないので、もしかすると予算を

伴わずに何か変更があったのかどうか、その辺の

ところをどういう変更があったのか聞かせてくだ

さい。 

○議長（人見菊一君） 市民福祉部長。 
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○市民福祉部長（田辺 茂君） お答え申し上げま

す。 

  児童クラブの開催の状況については、議員ただ

いまお話しになったように、開催の方法が旧３市

町とも、例えば黒磯地区においては公設民営、民

設民営、西那須野地区につきましては全部公設公

営、塩原地区におきましては公設公営、あるいは

民設民営ということで、形態がそれぞれ違ってご

ざいます。そういうことで、これまでの合併協議

における調整がつかなかったということで、平成

17年の中で調整していこうという結論に達してお

ります。議員ただいまご指摘になりました前倒し

での変更というものについてはございません。 

  以上です。 

○議長（人見菊一君） 46番、早乙女順子君。 

○４６番（早乙女順子君） 私が聞きましたところ

では、塩原町は休みの間の学童保育というものは

行われていたというふうに、黒磯も行われている

んですけれども、西那須野においては、休みの中

の学童保育というのは行われていないという、日

曜日はやらなくて、長期の休みのときにそういう

違いがあったというふうに私は認識しているんで

すけれども、そうしましたら、塩原町のほうで、

今年の冬休みのときに、西那須野さんに合わせる

ので、冬休みの学童保育を前倒しで預かれないん

だというふうに言われて困ったという相談を受け

たというふうに、私が直接相談を受けたのではな

く、その間に入ったものですから、それがどうい

うことで、西那須野に合わせなくてはならないと

いうふうに現場のほうで言われて、保護者の方に

そういう話が行ったのかどうか。 

  今後十分にそういうものも含めて話し合われて、

それで変更がされるというふうに思ったのに、合

併を理由に、何か長期の休みのときのものを、休

みには受けられないんですというふうに言ったと

いう、そこら辺のちょっと予算的に何かが足りな

くなってそういうことを言い出したのか、その辺

のことをちょっと詳しく説明をしていただけない

でしょうか。 

○議長（人見菊一君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 開催日、あるいは

開催時間についてでは、長期休業日については確

かに旧３市町の中で違いがございます。黒磯地区

においては、土曜日も長期休業日もある程度８時

30分から午後５時までという時間。西那須野地区

については、土曜日は開設しておりません。なお

かつ、長期休業日についての時間が７時半から午

後６時。塩原地区においては、土曜開設やはりあ

りませんで、長期休業日については、７時30分か

ら午後６時ということで、時間帯についてもそれ

ぞれ違います。この点についての調整をやはり今

年度の中で図らなくてはなりません。 

  ということで、予算不足であるとか、そういう

ことで、塩原地区の自主体制が従来と合併に伴っ

て変わったということはございません。それにつ

いては、私どもも把握しておりません。 

  以上です。 

○議長（人見菊一君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（人見菊一君） ないようですので、質疑を

終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（人見菊一君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 
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  これより採決いたします。 

  議案第21号については、原案のとおり決するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２２号～議案第３４号の

上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（人見菊一君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第７、議案第22号 平成16年度那須塩原市

国民健康保険特別会計予算から日程第19、議案第

34号 平成16年度那須塩原市市営バス運行事業特

別会計予算までの13件を一括議題といたしたいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第22号から議案第34号までの13件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（佐藤邦昭君） では、議案第22号 平

成16年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算に

ついて、提案のご説明を申し上げます。 

  この予算は、一般会計と同様、平成17年１月か

ら３月までの間に必要となる予算総額を計上し、

那須塩原市国民健康保険特別会計としたもので、

予算総額は34億5,864万8,000円を見込み計上いた

しました。 

  歳入につきましては、まず、平成16年度中に歳

入が見込まれる国民健康保険税に11億8,142万

3,000円を計上いたしました。また、国庫支出金

に13億3,348万円を、退職者被保険者などの医療

給付費等交付金に３億5,173万6,000円を見込んで

おります。さらに、県支出金に2,065万3,000円を

見込んでおります。 

  このほか、繰入金に3,227万9,000円を、諸収入

には旧市町の歳計剰余金などを４億8,797万6,000

円計上いたします。 

  歳出につきましては、保険給付費に22億6,850

万8,000円を計上し、１月から３月の間に支出が

見込まれる療養諸費等に充てるものであります。 

  また、老人保健拠出金に５億3,905万3,000円を、

介護納付金に１億7,686万6,000円をそれぞれ見込

んだものであります。なお、予備費には３億332

万1,000円を計上し、今後の国民健康保険財政の

健全運営に努めるものであります。 

  次に、議案第23号 平成16年度那須塩原市老人

保健特別会計予算について、提案のご説明を申し

上げます。 

  この予算は一般会計と同様、平成17年１月から

３月までの間に必要となる予算総額を計上し、那

須塩原市老人保健特別会計としたもので、予算総

額は23億3,763万4,000円を見込み計上いたしまし

た。 

  歳入につきましては、まず、支払基金からの交

付金でありますが、歳入全体の約６割程度となる

13億7,672万7,000円を、また、国庫支出金と県支

出金につきましては、それぞれ５億6,642万円、

それと１億5,455万2,000円を見込んでおります。 

  このほか、一般会計からの繰入金として9,929

万3,000円を、諸収入には歳計剰余金などとして

１億4,064万2,000円を計上いたします。 

  歳出につきましては、歳出全体の98％を占める

医療諸費に22億8,320万2,000円を計上し、１月か

ら３月の間に支出が見込まれる医療給付費等に充

てるものであります。 

  また、諸支出金につきましては、国・県負担金
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の15年度精算に伴う償還金に220万9,000円を、一

般会計繰出金に1,481万3,000円を見込んだもので

あります。 

  なお、予備費には2,435万6,000円を計上いたし

まして、今後の老人保健財政の健全経営に努める

ものでございます。 

  次に、議案第24号 平成16年度那須塩原市介護

保険特別会計予算について、提案のご説明を申し

上げます。 

  本議案は、平成17年１月から３月までの間に必

要となる予算として13億6,372万7,000円を計上す

るものであります。 

  歳入の主なものにつきましては、65歳以上の高

齢者からの第１号被保険者の保険料を１款保険料

に１億8,309万2,000円、40歳から64歳までの第２

号被保険者の保険料は４款支払基金交付金に３億

8,378万4,000円、３款国庫支出金に２億7,956万

3,000円、５款県支出金に１億2,467万9,000円、

７款繰入金に２億1,251万4,000円を計上するもの

であります。 

  歳出につきましては、職員給与費、保険料の賦

課徴収費、要介護認定に係る費用などを１款総務

費に5,212万2,000円、２款保険給付費に12億

6,315万8,000円、４款基金積立金に今後の介護給

付に備えて1,542万1,000円を計上するものであり

ます。 

  次に、議案第25号 平成16年度那須塩原市板室

本村簡易水道事業特別会計予算について、提案の

ご説明を申し上げます。 

  水道使用料と一般会計からの繰入金を財源とし、

歳入歳出とも116万4,000円を計上いたしました。 

  歳入は、１款水道事業収入に水道使用料などで

66万9,000円、５款諸収入に旧黒磯市板室本村簡

易水道事業特別会計歳計剰余金49万3,000円を計

上いたしました。 

  一方、歳出は、１款水道事業費に、人件費や水

質検査などの施設管理費及び水道料金徴収費など

で116万3,000円を計上したものであります。 

  なお、予算総額に対する歳入歳出の過不足につ

きましては、繰入金等の科目存置で調整をいたし

ました。 

  次に、議案第26号 平成16年度那須塩原市板室

温泉簡易水道事業特別会計予算について、提案の

ご説明を申し上げます。 

  板室温泉簡易水道事業特別会計につきましては、

基本的に水道使用料で必要な経費を賄うことがで

きることから、収支差し引きで利益が生じた場合

には基金に計上する運営を行っております。 

  今回の総予算額は、歳入歳出とも232万4,000円

を見込みました。 

  歳入は、１款水道事業収入に水道使用料などで

203万2,000円、５款諸収入に旧黒磯市板室本村簡

易水道事業特別会計歳計剰余金28万9,000円を計

上いたしました。 

  歳出については、１款水道事業費に人件費や施

設管理費などで、207万3,000円を計上したもので

あります。 

  なお、歳入が歳出を上回る分につきましては、

基金25万円を２款積立金として計上をすることで

調整をいたしました。 

  次に、議案第27号 平成16年度那須塩原市西塩

簡易水道事業特別会計予算について、提案のご説

明を申し上げます。 

  歳入につきましては、１款水道事業収入に水道

使用料などの635万円、５款諸収入に旧西那須野

町塩原町水道事務組合簡易水道事業会計歳計剰余

金371万9,000円を計上いたしました。 

  また、施設整備費の財源として、２款国庫支出

金に簡易水道施設整備費国庫補助金の2,478万円、

６款市債に簡易水道事業債の１億3,300万円を計
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上いたしました。 

  一方、歳出につきましては、１款水道事業費に、

一般管理費、徴収費、施設管理費及び施設整備費

の１億2,554万円を計上いたしました。 

  また、３款公債費に、簡易水道事業債償還金の

130万7,000円を計上いたしました。 

  なお、歳出に対する歳入の超過分4,079万8,000

円を２款積立金に計上いたしました。 

  これにより、予算総額を歳入歳出それぞれ１億

6,794万5,000円とするものであります。 

  次に、議案第28号 平成16年度那須塩原市下水

道事業特別会計予算について、提案のご説明を申

し上げます。 

  本議案は、一般会計と同様、原則として平成17

年１月から３月までの間に必要となります予算総

額を計上するものでございます。 

  具体的には、歳出におきまして、１款下水道管

理費において、下水道使用料徴収業務委託、台帳

整備やマンホール補修、施設管理委託及び汚泥処

分委託料などに３億706万7,000円を計上いたしま

した。 

  ２款下水道建設費では、汚水管渠、雨水幹線整

備費などで９億1,795万2,000円を計上しておりま

す。 

  ３款流域下水道費については、北那須流域下水

道建設事業後期負担金など9,665万3,000円、また、

４款公債費においては、後期元利償還金のほかに

ＮＴＴ債の繰り上げ償還分を新たに加え、10億

1,907万5,000円、５款予備費171万5,000円を計上

いたしました。 

  一方、歳入については、１款分担金及び負担金

に234万8,000円、２款使用料及び手数料で２億

8,681万3,000円、３款国庫支出金では、ＮＴＴ債

償還繰り上げに補てんする国庫補助金を加え、５

億3,886万6,000円、４款に一般会計からの繰入金

で４億4,329万4,000円、６款諸収入に歳計剰余金

など２億4,462万1,000円、７款市債に８億2,650

万円を計上いたしました。 

  なお、公共下水道費の一部につきまして、年度

内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費の

設定をするものであります。 

  歳入歳出については、黒磯地区においては10億

2,861万4,000円、西那須野地区におきましては９

億480万3,000円、塩原地区におきましては４億

976万5,000円、合計予算額を23億4,246万2,000円

とするものでございます。 

  続きまして、議案第29号 平成16年度那須塩原

市農業集落排水事業特別会計予算について、提案

のご説明を申し上げます。 

  歳入につきましては、１款分担金及び負担金に

5,117万7,000円、これは平成16年度中に歳入が見

込まれる農業集落排水事業の受益者分担金でござ

います。 

  次に、２款使用料及び手数料に349万9,000円、

３款繰入金に1,000円、５款諸収入に1,000円を計

上するものであります。 

  一方、歳出の１款農業集落排水費に1,916万

5,000円、２款公債費に償還額の確定による2,011

万8,000円を計上し、３款諸支出金では、借入金

返済金として1,520万円を、４款予備費に19万

5,000円を計上するものでございます。 

  これによりまして、歳入歳出それぞれ予算総額

を5,467万8,000円とするものでございます。 

  続きまして、議案第30号 平成16年度那須塩原

市土地区画整理事業特別会計について、提案のご

説明を申し上げます。 

  この会計は、ＪＲ那須塩原駅西口周辺101.6ha

の土地区画整理事業の一層の推進を図るため設置

した旧黒磯市の土地区画整理事業特別会計を那須

塩原市土地区画整理事業特別会計としたもので、
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平成16年度は西地区土地区画整理事業がほぼ事業

完了したことから、保留地の処分に関する経費の

計上、一方の北地区土地区画整理事業は、地方債

を主な財源として、住宅など物件の移転補償や区

画道路の築造などを実施しております。 

  本予算は、一般会計と同様、１月から３月に必

要となる経費を計上したもので、歳入は、１款事

業収入に西地区と北地区の保留地の売払収入とし

て337万6,000円を計上するほか、５款地方債に北

地区の事業実施財源として、土地区画整理事業債

１億2,960万円の計上、また、12月決算による歳

計剰余金として、３款諸収入に2,642万7,000円を

加え、総額を１億5,940万3,000円としたものであ

ります。 

  これらに対します歳出は、西地区における保留

地公売経費18万2,000円と北地区の物件等移転補

償費や区画道路築造費などで、１款区画整理事業

費に１億4,719万3,000円を計上し、予備費の

1,202万6,000円などを加えて、歳出計上額を歳入

同額の１億5,940万3,000円としたところでござい

ます。 

  続きまして、議案第31号 平成16年度那須塩原

市公共用地先行取得事業特別会計予算について、

提案のご説明を申し上げます。 

  本会計は、事業用地の先行取得を行うことで、

公共事業の円滑で効率的な執行を図ることを目的

として設置をいたしました。旧黒磯市の公共用地

先行取得事業特別会計を那須塩原市公共用地先行

取得事業特別会計としたものでございます。 

  平成16年度は、新たな用地取得に関する予算の

計上はなく、過去に取得した用地の償還金を計上

しておりますが、本予算につきましては、償還月

が５月と11月の年２回ですので、既に黒磯市にお

いて償還が完了していることから、科目存置をし

たものでございます。 

  続きまして、議案第32号 平成16年度那須塩原

市温泉事業特別会計予算について、提案のご説明

を申し上げます。 

  歳入につきましては、２款事業収入に温泉使用

料、集中管理事業温泉使用料・温泉特別使用料で、

1,694万9,000円を計上いたしました。 

  また、６款諸収入には、塩原町温泉事業特別会

計剰余金2,364万1,000円、宮島橋かけかえ工事に

伴う仮設温泉管移設補償費394万8,000円を計上い

たしました。 

  歳出につきましては、１款総務費に、一般管理

費、運営委員会費で2,708万2,000円、２款維持管

理費に、温泉事業維持管理費、集中管理事業維持

管理費で1,221万5,000円、３款建設改良費は、集

中管理事業改良費で420万円を計上いたしました。 

  これにより、予算総額を歳入歳出それぞれ

4,454万1,000円とするものでございます。 

  続きまして、議案第33号 平成16年度那須塩原

市墓地事業特別会計予算について、提案のご説明

を申し上げます。 

  本会計につきましては、一般会計と同様、平成

17年１月から３月までの間についての予算総額を

計上したものでございます。 

  まず、歳出では、赤田霊園墓地について、人件

費を主として事業費128万1,000円、一般会計への

繰出金として147万2,000円、予備費といたしまし

て48万2,000円などを計上してあります。 

  また、塩原温泉さくら公園墓地につきましては、

光熱水費や墓地管理費などで、事業費で40万

6,000円、予備費の10万円などを計上し、総額374

万4,000円を計上してございます。 

  また、歳入では、赤田霊園関係で永代使用料40

万円、12月決算の歳計剰余金の283万1,000円など、

また、塩原さくら公園墓地も同様に、剰余金の50

万5,000円などを見込み、歳出と同額の374万
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4,000円を計上してございます。 

  続きまして、議案第34号 平成16年度那須塩原

市市営バス事業特別会計予算について、提案のご

説明を申し上げます。 

  12月決算を踏まえ、１月から３月までの間に必

要となる予算総額を計上するものでございます。 

  まず、歳入では、バス使用料で147万9,000円、

一般会計繰入金で31万7,000円、雑入で1,205万

7,000円を計上してございます。 

  また、歳出では、主に委託料における塩原地区

内４路線のバス運行業務委託料の1,372万5,000円、

予備費10万円を計上し、歳入及び歳出の合計を

1,385万3,000円とするものでございます。 

  以上、13議案につきまして、よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げまし

て、提案の説明とさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○議長（人見菊一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  質疑を許します。 

  46番、早乙女順子君。 

○４６番（早乙女順子君） では、まず議案第24

号 平成16年度那須塩原市介護保険特別会計予算

についてお聞きいたします。 

  私、旧３市町の介護保険の保険料の変化を調べ

てみまして、そして、１期目のときに、西那須野

町の保険は、平成14年度のところで保険給付額に

対する高齢者１人当たりの金額をはじき出しまし

たところ１万5,000円、県内でも高い状態になっ

ていたわけですけれども、それにあわせた保険料

というのが2,608円で、思ったよりも１人当たり

の高齢者にかかる費用が高かった割に保険料が安

かったので、１期目に赤字で県の基金から借りて

いたというふうに、調べてみたところそういうふ

うになっておりました。 

  今回の介護保険のものを見ましたところ、それ

がすべて２期目のところでは、大体２期目の最初、

平成15年度の保険給付額を高齢者１人頭に割り返

してみますと１万6,000円で、1,000円ほどしか上

がっていないんですけれども、保険の値上がりは

817円と、黒磯では300円、塩原では58円の値上げ

だったところを大幅に値上げをしております。 

  それは、１期目の赤字分の償還を見込んでのこ

とだと思いますけれども、今年度のところで県の

基金から借りたということは、すべて精算がつい

たというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

  １期目のところで、赤字になっていたという部

分の大きな要因というのがどういうことだったの

か、私は直接お聞きすることができないので、そ

れについてもちょっと聞かせてください。 

  それと、次に、議案第28号の那須塩原市下水道

特別会計についてですけれども、この特別会計の

ところでの今までの３市町の考え方を聞かせてい

ただきたいんですけれども、西那須野の予算説明

書を見ますと、一般会計からの繰り入れというも

のがなかった。塩原と黒磯は一般会計から繰り入

れている。その繰り入れる理由という部分のとこ

ろを、それぞれの市町、どういう理由で繰り入れ

ていたのか。今までもそういうふうに、これ特別

会計だから一般会計から繰り入れていてもいいと

いうものではないというふうに、理由がなく一般

会計から繰り入れるものではないというふうに思
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います。その辺の説明をきちんとしていただきた

いなというふうに思いますので、黒磯、西那須野、

塩原、その一般会計の繰り入れのそれぞれの理由

というものの説明をまずしてください。 

○議長（人見菊一君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） それでは、第１点

目の介護保険の関係でお答え申し上げます。 

  西那須野町の平成12年度からスタートいたしま

した第１期の介護保険の基本月額が、第２期と比

べてかなりの低額だったということと、それに伴

う県の基金からの、数字が間違ったら訂正いたし

ますけれども、多分借り入れが3,250万円程度あ

ったかなというふうに記憶してございますけれど

も、その点についてその精算は済んでいるのかと

いう２つの大きな質問でありますが、お答えいた

します。 

  まず、第１期の介護保険の事業計画、保険料算

定を組む場合に、各段階別の推計である人口を足

すときに、県のほうから施設入居者の人口を割り

出す参酌標準とともに指数が出されてまいりまし

た。その指数をもって、段階別の該当者数を積算

いたしましたけれども、その数が現実に１期の事

業をスタートしたときにかなりの乖離がありまし

た。ということで、１期目の事業計画における基

本月額は、実績に伴いましてかなり安過ぎたとい

うことで、県の基金から借り入れをいたしました。 

  それをもとに、平成15年から17年までの第２期

の事業計画、あるいは保険料の算定に当たりまし

ては、精査した結果、基本月額が3,427円と、栃

木県の中でも塩谷町、あるいは芳賀町と並んで、

かなりの高い上昇率となってしまいました。当然、

県の基金から借り入れましたものについては、第

２期の保険料の中に組み込んでございます。 

  償還につきましては、合併に伴うすり合わせの

中で、それは精算を済ませてから統合するという

ことで、平成16年度の中でもう精算済みでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（人見菊一君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 下水道会計の問題でご

ざいますけれども、今回の予算につきましては、

西那須野は繰り入れしてございません。ただし、

12月までに約５億円ほど繰り入れをしていますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（人見菊一君） 46番、早乙女順子君。 

○４６番（早乙女順子君） 介護保険については、

今、県からの算定の方法的なもののところで、そ

れを当てにしていたら安く算定されたけれども、

実際には給付額は伸びていたということなんだと

思うんですけれども、そのときには実際には、単

純に私も県内49市町村の介護保険の実態調査をし

たときに、西那須野では、単価の高い老健が黒磯

の場合はありました。そういうことを考えると、

もっと単純に見ても、大体６割を超えるような給

付額が施設に回っていたということは、それだけ

単価の高い老健を持っているというところは高い、

そのときに悉皆調査のようなものがきちんとなさ

れていなかったんじゃないかなというふうに想像

したんですけれども、それは後の祭りなので、今

後、次の料金を算定するときには、その辺のとこ

ろをきちんと３市町ですべきではないかなという

ふうに思いますし、とりあえず基金からの借り入

れも全部精算がついているということで、ここで

新たな市になったところで、きちんとした実態調

査をなされてということをお願いしておきます。 

  それで、あと下水道のほうなんですけれども、

西那須野は12月のところでもう繰り入れるだけ繰

り入れたので今回のところではないということで、

ということは、３市町どこも一般会計から繰り入

れている。そのときに、今まで下水道会計にこれ
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だけの金額を繰り入れるというのが、それこそ国

の財政課長内かんなんかも読みましても、特別会

計にやたらに一般会計を繰り入れるものではない

というふうに毎回言われているんだとは思うんで

すけれども、そのときにきちんとした理由がない

といけないんだと思うんです。その辺の理由、ま

ず部長が答弁をしていますので、黒磯のところし

か把握していないのか、３市町それぞれに今まで

どういうことで繰り入れをしていたかという、な

ぜ企業債でやらずに繰り入れをしているのかとい

う部分の納得できるような説明をちょっとしてい

ただきたいなというふうに思うんです。 

○議長（人見菊一君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 本来であれば、下水道

も企業という考え方に立つんだと思いますけれど

も、現在、特別会計、いわゆる社会資本の整備と

いうことで整備をしております。 

  そんな中で、もちろん市債を起こしてやってお

るわけでございますけれども、将来的に負担が大

きくなるということもありますし、いわゆる皆下

水道という目的でやっておりますので、将来にわ

たってそういう負担を市民で負担をしていただく

と、こういう考え方もあるのだと私は思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（人見菊一君） 46番、早乙女順子君。 

○４６番（早乙女順子君） 皆下水道ということで、

そういう考えを持っている。水道も同じなんです

よね、考え方としては。でも、水道だけは企業会

計だという、特別会計と企業会計という会計の手

法の違いだけで言われているので、一般会計から

繰り入れる部分のと。この後、水道のところでも

聞こうとは思っていたんですけれども、企業会計

なのでその辺の考え方を、理由があって一般会計

から入れている分であれば、下水道も水道も企業

会計というふうに、もう今みなされていると思う

ので、その辺の説明を。 

  では、どの程度まで、どういう理由であったら

一般会計から繰り入れてもいいんだという認識の

もとに、ただ幾らでも負担が高くなるので、料金

を安くするためだったら一般会計を幾ら繰り入れ

てもいいということではないと思いますので、ど

ういうところまでだったら一般会計から繰り入れ

てもいいというような認識が、財政との話し合い

で攻防戦でやるのか、その辺のところはわかりま

せんけれども、今現在のところで、どういう理由、

どういう程度の、会計規模の何割とかというのが

あるのか、その辺の目安というのはどういうふう

にして毎回毎回一般会計から入れているのか、聞

かせてください。 

○議長（人見菊一君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） これは、単純に使用料

が足らない、要するに使用の収入に足らないと、

こういう話で不足分を入れておく、こういうこと

だと思います。 

  ただ一つ申し上げたいのは、水道と下水道の歴

史、全く違うと思います。というのは、水道はも

う歴史がありまして、社会資本の整備を今までし

てきたと。その中で、一般会計からその分につい

ては十分繰り入れた時代もあった、こういうこと

でご理解をいただきたいとこのように思っており

ます。 

○議長（人見菊一君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（人見菊一君） ないようですので、質疑を

終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  質疑を終了し、討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（人見菊一君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第22号から議案第34号までの13件について

は、原案のとおり決することでご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号～議案第３７号の

上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（人見菊一君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第20、議案第35号 平成16年度那須塩原市

黒磯水道事業会計予算から日程第22、議案第37

号 平成16年度那須塩原市塩原水道事業会計予算

までの３件を一括議題といたしたいと思いますが、

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第35号から議案第37号までの３件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 議案第35号 平成16年度那

須塩原市黒磯水道事業会計予算について、提案の

説明を申し上げます。 

  平成16年度中においては、業務量、給水戸数１

万9,640戸、年間総給水量140ｍ3といたしました。 

  収益的予算については、収入２億8,325万7,000

円、支出３億5,260万8,000円を見込み計上いたし

ました。 

  そのうち、資本的収入につきましては、営業収

益の主なものとして、給水収益２億5,900万円、

並びに水道加入金等の収入557万1,000円を計上し、

営業外収益の主なものとしては、下水道使用料賦

課徴収事務受託料等で1,277万6,000円を見込み計

上いたしました。 

  収益的支出においては、営業費用の主なものと

して、北那須水道受水費等で原水及び浄水費に１

億658万9,000円、配水管修繕費等で配水及び給水

費に4,203万円、さらに減価償却費、事務費等で、

合計２億5,734万8,000円を計上しました。 

  また、営業外費用といたしましては、企業債利

息等で7,200万9,000円を計上し、ここに予備費を

加え、総額３億5,260万8,000円としたものであり

ます。 

  次に、資本的収入及び支出でありますが、資本

的収入は１億7,630万2,000円、資本的支出は２億

4,559万2,000円をそれぞれ見込み計上しました。 

  このうち資本的収入でありますが、第５次拡張

工事等の実施財源として、企業債に１億4,000万

円を計上するほか、北地区区画整理事業関連下水

道工事負担金1,230万円と、下水道工事関連補償

金650万円などを計上し、さらに老朽管更新工事

事業に関する国庫補助1,750万円などを見込み計

上いたしました。 

  一方、資本的支出は、第５次拡張事業や老朽管

更新事業などのため、建設改良費１億3,439万

3,000円、配水管工事料機械購入の39万6,000円、

量水器の購入で113万1,000円、さらに後期分の企

業債償還金に１億967万2,000円を計上することで、

総額を２億4,559万2,000円としたものであります。 

  なお、資本的収入の不足分については、当年度
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損益勘定留保資金及び積立金等で補てんしている

ものであります。 

  次に、議案第36号 平成16年度那須塩原市西那

須野水道事業会計予算について、説明を申し上げ

ます。 

  平成16年度中においては、業務量、給水戸数１

万9,200戸、年間総給水量151万ｍ3といたしまし

た。 

  収益的予算については、収入２億4,816万6,000

円、支出３億5,224万5,000円を見込み計上しまし

た。 

  このうち、収益的収入につきましては、営業収

益の主なものとして、給水収益２億3,858万3,000

円、並びに水道加入金等の収入741万5,000円を計

上し、営業外収益の主なものとしては、下水道料

金賦課徴収受託料等で216万4,000円を見込み計上

しました。 

  収益的支出においては、営業費用の主なものと

して、北那須水道受水費等で原水及び浄水費に１

億3,571万2,000円、配水管修繕等で配水及び給水

費に8,433万2,000円、さらに減価償却費、事務費

で、計２億9,509万3,000円を計上しました。 

  また、営業外費用といたしましては、企業債利

息等で5,413万1,000円を計上し、ここに予備費を

加えて、総額３億5,224万5,000円としたものであ

ります。 

  次に、資本的収支でありますが、資本的収入は

１億6,820万3,000円、資本的支出は４億7,591万

4,000円をそれぞれ見込み計上しました。 

  このうち、資本的収入でありますが、企業債は

１億円を計上するほか、老朽管更新工事に伴う一

般会計出資金、消火栓設置負担金、配水管布設工

事に伴う補償金などを見込み計上しました。 

  一方、資本的支出は、建設改良費に４億473万

5,000円、量水器の購入に368万2,000円、さらに

後期分の企業債償還金に6,549万7,000円を計上す

るなどで、総額を４億7,591万4,000円としたもの

であります。 

  なお、資本的収入の不足分については、当年度

損益勘定留保資金及び積立金等で補てんをしてお

ります。 

  次に、議案第37号 平成16年度那須塩原市塩原

水道事業会計予算について、説明をいたします。 

  平成16年度中においては、業務量、給水戸数

2,662戸、年間総給水量62万ｍ3といたしました。 

  収益的収支の予算については、収入8,451万円、

支出9,712万2,000円を見込み計上しました。 

  このうち、収益的収入につきましては、上水道

事業では、営業収益の主なものとして、給水収益

5,895万2,000円を計上し、営業外収益の主なもの

としては、下水道賦課徴収事務受託料等で141万

4,000円を企業職員に関する経費の一部として、

一般会計補助金20万7,000円を見込み計上しまし

た。 

  簡易水道事業では、営業収益の主なものとして、

給水収益138万円を計上し、営業外収益の主なも

のとしては、企業債償還利息の一部として一般会

計補助金951万5,000円を見込み計上しました。 

  収益的支出の上水道事業においては、営業費用

の主なものとして原水及び浄水費に322万8,000円、

配水及び給水費に511万5,000円を、さらに減価償

却費、事務費等で2,774万2,000円を計上しました。 

  また、営業外費用といたしましては、企業債利

息等で1,988万8,000円を計上し、ここに特別損失、

予備費を加えて、計4,843万3,000円を見込みまし

た。 

  簡易水道事業では、営業費用の主なものとして、

北那須用水受水費等で、原水及び浄水費に1,378

万9,000円、配水及び給水費に400万2,000円、さ

らに減価償却費等で3,129万5,000円を計上いたし
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ました。 

  また、営業外費用といたしまして、企業債利息

等で1,699万1,000円を計上し、ここに特別損失予

備費を加えて計4,868万9,000円を見込み、総額

9,712万2,000円としたものであります。 

  次に、資本的収支でありますが、資本的収入は

3,517万5,000円、資本的支出は5,176万7,000円を

それぞれ見込み計上しました。 

  このうち、資本的収入でありますが、簡易水道

施設整備事業等の自主財源として、企業債に158

万円を計上するほか、消火栓設置工事負担金、上

水道国道400号バイパス建設に伴う配水管移設工

事補償金に731万8,000円を計上し、さらに簡易水

道企業債償還金等の一部として一般会計補助金

1,156万2,000円などを見込み計上しました。 

  一方、資本的支出は、上水道配水管移設事業や

簡易水道整備事業などのための建設改良費に

1,062万7,000円、量水器の購入で34万9,000円、

さらに企業債償還金に4,048万9,000円を計上する

ことで、総額5,176万7,000円としたものでありま

す。 

  なお、資本的収入額が支出額に対して不足する

分については、過年度損益勘定留保資金等で補て

んしているものであります。 

  以上、３議案について、よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願いを申し上げ、説明

といたします。 

  大変失礼をいたしました。 

  訂正をお願いいたします。 

  議案第35号の中で、年間総給水量140万ｍ3とい

うところを140ｍ3と読んだそうでございますので、

訂正をお願いいたします。 

  次に、議案第37号の中で、給水収益1,380万円

を138万円と申し上げたそうでございますので、

訂正をお願いいたします。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号から議案第37号までの３件について

は、原案のとおり決することに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第１号～報告第３号の上程、

説明 

○議長（人見菊一君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第23、報告第１号 専決処分の報告につい

てから日程第25、報告第３号 専決処分の報告に

ついてまでの３件を一括議題といたしたいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第１号から報告第３号までの３件

を一括議題といたします。 
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  本案について報告説明を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（佐藤邦昭君） では、報告第１号から

報告第３号までにつきまして、説明させていただ

きます。 

  報告第１号から報告第３号までは、損害賠償の

額の決定及び和解について、地方自治法の規定に

基づきまして専決処分をいたしました案件の報告

でありますので、一括してご説明を申し上げさせ

ていただきます。 

  まず、報告第１号は、平成16年12月14日、那須

塩原市埼玉付近の路上で発生した車両破損事故に

関し、損害賠償の額を決定し、和解したものでご

ざいます。 

  事故の状況につきましては、市管理道路を走行

していたところ、砂利敷き作業中の砂利の山に乗

り上げ、フロントバンパーカバーなどが破損した

ものでございます。 

  両者立ち会い、確認協議によりまして、過失割

合を市側50％、相手側50％で示談が成立し、市か

ら相手側に賠償額７万64円を支払い、今後この件

に関しいかなる事情が生じましても、相互異議を

申し立てないことで、和解が成立いたしました。 

  報告第２号、これにつきましては、平成16年１

月27日那須塩原市二つ室59番地６地先付近の道路

上で発生した車両破損事故に関し、損害賠償の額

を決定し、和解したものでございます。 

  事故の状況につきましては、市道幹Ⅰ－７号線

を国道461号に向かい走行していたところ、対向

車が来たため左側に避けたところ、道路左端に生

じておりましたアスファルト舗装の欠落部分に左

側車輪が落ちて、タイヤ、ホイール、サスペンシ

ョンなどを破損したものでございます。 

  両者確認協議によりまして、過失割合を市側

60％、相手側40％で示談が成立し、市から相手側

に賠償額16万8,506円を支払い、今後この件に関

しいかなる事情が生じましても、双方異議を申し

立てないことで和解が成立いたしました。 

  続きまして、報告第３号、これにつきましては、

平成17年１月17日、那須塩原市中塩原の塩原クリ

ーンセンターで発生した車両損傷事故に関し、損

害賠償の額を決定し、和解したものでございます。 

  事故の状況につきましては、ごみの投入をしよ

うとセンタープラットホーム内に軽自動車を停車

させていたところ、プラットホームの天井裏材が

落下し、同車のテールゲートを破損したものであ

ります。 

  両者協議により、市から相手側に修繕費といた

しまして２万8,140円を支払うことで和解が成立

いたしました。 

  以上、報告させていただきます。 

  なお、今後は細心な注意を払いまして、公共施

設の維持管理に努めてまいりたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（人見菊一君） 報告説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号～議案第４２号の

上程、説明 

○議長（人見菊一君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第26、議案第39号 那須塩原市議会政務調

査費の交付に関する条例の制定についてから日程

第29、議案第42号 那須塩原市職員団体の登録に

関する条例の制定についてまでの４件を一括議題

といたしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第39号から議案第42号までの４件
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を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 議案第39号 那須塩原市議

会政務調査費の交付に関する条例の制定について、

提案の説明を申し上げます。 

  本議案は、市議会議員の会派に対し、政務調査

費を交付することによって、議員の皆さんの調査

研究に役立てていただくことを目的とした条例の

制定であります。 

  次に、議案第40号 那須塩原市公平委員会設置

条例の制定について、提案の説明を申し上げます。 

  これまで公平委員会の事務を栃木県に委託して

おりましたが、平成17年４月１日から、地方公務

員法の規定に基づき、公平委員会を設置するため

条例を制定するものであります。 

  次に、議案第41号 那須塩原市公平委員会の委

員の服務の宣誓に関する条例の制定について、提

案の説明を申し上げます。 

  本議案は、議案第40号で提案いたしました公平

委員会の設置に伴い、地方公務員法に基づき、必

要事項について条例を制定するものであります。 

  次に、議案第42号 那須塩原市職員団体の登録

に関する条例の制定について、提案の説明を申し

上げます。 

  本議案は、議案第40号で提案いたしました公平

委員会の設置に伴い、地方公務員法に基づき、必

要事項について条例を制定するものであります。 

  以上、４議案についてよろしく審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げ、説明といたし

ます。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４３号～議案第４７号の

上程、説明 

○議長（人見菊一君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第30、議案第43号 那須塩原市職員互助会

条例の制定についてから日程第34、議案第47号 

那須塩原市田舎ランド鴫内条例の制定についてま

での５件を一括議題といたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第43号から議案第47号までの５件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 議案第43号 那須塩原市職

員互助会条例の制定について、提案の説明を申し

上げます。 

  職員の保健、元気回復、その他厚生に関する事

項につきましては、地方公務員法に規定され、地

方公共団体に福利厚生計画の自立、その実施が義

務づけられております。 

  この規定に基づき、那須塩原市職員の福利厚生

制度の適切な運営を図るため条例を制定し、那須

塩原市職員互助会を設置するものであります。 

  次に、議案第44号 那須塩原市人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例の制定について、提

案の説明を申し上げます。 

  本議案は、地方公務員法の一部改正に伴いまし

て、人事行政の運営等の状況の公表についての規

定が平成17年４月１日に施行され、人事行政の運

営等の公表が各地方公共団体の責務となることか

ら、この公表に関し必要な事項を定めるため、条

例を制定するものであります。 
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  次に、議案第45号 那須塩原市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の制定について、提案の説明

を申し上げます。 

  廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な処理を

し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境

の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的に、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が定められて

おるところでありますが、那須塩原市における廃

棄物の処理及び清掃に関して、ほかの法令等に定

めてあるもののほかについて、事業者及び市民の

責務及び協力義務とともに必要な事項を定め、安

全な市民生活の確保を目的として制定するもので、

あわせて暫定施行しておりました旧市町の条例を

廃止するものであります。 

  次に、議案第46号 那須塩原市法定外公共物管

理条例の制定について、提案の説明を申し上げま

す。 

  本議案は、地方分権の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴い、国有財産特

別措置法が改正され、里道や水路の法定外公共物

のうち、機能を有するものについて市町村に譲与

されることとなり、平成17年３月をもって譲与事

業が完了することとなりましたので、これらの譲

与された法定外公共物の適正な利用を図り、公共

の福祉の増進に寄与することを目的として、法定

外公共物の管理に関して必要な事項を定めるもの

であります。 

  今後、公共の用に寄与される里道、水路につき

ましては、地域住民の生活に密接に関係する公共

物として、その機能を確保しながら適切な管理を

してまいりたいと考えております。 

  次に、議案第47号 那須塩原市田舎ランド鴫内

条例の制定について、提案の説明を申し上げます。 

  本議案は、旧鴫内小学校の跡地を交流促進施設

として、平成17年４月から利用開始をいたします

ので、その施設の設置と管理運営について条例を

制定するものであります。 

  具体的に、田舎ランド鴫内は子供たちの農業や

林業体験、遊びを通して生きる力を育む場として、

さらには市民の生涯学習の場として、地域活性化

を図るために設置するものであります。 

  以上５件につきまして、よろしく審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げ、説明とい

たします。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４９号～議案第５８号の

上程、説明 

○議長（人見菊一君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第35、議案第49号 那須塩原市公平委員会

の設置に伴う関係条例の整理についてから日程第

44、議案第58号 塩原町チャイルドシート購入費

補助金交付条例の廃止についてまでの10件を一括

議題といたしたいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第49号から議案第58号までの10件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（佐藤邦昭君） では、初めに、議案第

49号 那須塩原市公平委員会の設置に伴う関係条

例の整理について、提案のご説明を申し上げます。 

  本議案は、那須塩原市公平委員会が平成17年４

月１日から設置されることに伴い、公平委員会が

新たに実施機関の一つとなるため、関係する条例

に規定をするものでございます。 
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  次に、議案第50号 那須塩原市公益法人等への

職員の派遣等に関する条例の一部改正について、

提案理由をご説明申し上げます。 

  本議案は、公益法人等の統合により、財団法人

那須塩原市施設振興公社、社会福祉法人那須塩原

市社会福祉協議会、社団法人那須塩原市シルバー

人材センター及び那須塩原市農業公社の平成17年

７月１日の設置が予定されておりますので、これ

らを含め、派遣先団体の名称をこの条例に基づき、

職員の派遣が想定される各団体の名称に改正する

ものでございます。 

  次に、議案第51号 那須塩原市職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例の一部改正について、

提案のご説明を申し上げます。 

  本議案は、平成17年４月１日に施行されます人

事院規則の一部改正に伴いまして、那須塩原市の

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の

「育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務」の追

加と「育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超

過勤務の制限」の改正をあわせて行うものでござ

います。 

  次に、議案第52号 那須塩原市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正につきまして、提案のご説明を申し上げ

ます。 

  今回の改正は、公平委員会設置に伴い、公平委

員会委員の報酬を日額8,300円に定め、また、要

介護状態区分判定に必要な訪問調査を行う介護認

定調査員について、要介護認定件数の増加に対応

するため、調査員の勤務形態を変更するものでご

ざいます。 

  続きまして、議案第53号 那須塩原市市営バス

設置条例の一部改正について、提案の説明を行い

ます。 

  市営バスの運行事業を行っていく中で、利用者

の利便性の向上を図るためには、より広い視点で

の検討を加えていく必要があります。 

  そのため、今後市営バスの運行、運営を検討す

るに当たり、必要に応じ委員会を設置し、審議す

ることができるよう地方自治法の規定に基づき必

要条項を加えるものであります。 

  続きまして、議案第54号 那須塩原市長職務執

行者の給与及び旅費に関する条例の廃止について、

提案のご説明を申し上げます。 

  去る２月13日をもちまして、那須塩原市長職務

執行者がその職を離れたことに伴い、那須塩原市

長職務執行者の給与及び旅費に関する条例を廃止

するものであります。 

  次に、議案第55号 那須塩原市市営バス運行事

業特別会計条例の廃止について、提案の説明を行

います。 

  旧塩原町における町営バス事業に係る特別会計

条例を引き継いだ那須塩原市市営バス運行事業特

別会計条例につきましては、平成17年度からは市

営バス事業予算を一括して一般会計に計上するこ

ととしたため、当該特別会計条例を廃止するもの

であります。 

  次に、議案第56号 塩原町赤ちゃん誕生祝金条

例の廃止について、提案のご説明を申し上げます。 

  本議案は、旧塩原町において実施しておりまし

た赤ちゃん誕生祝金の支給につきまして、合併協

定に基づき、本年３月末をもって廃止するもので

あります。 

  次に、議案第57号 黒磯市高齢者家族介護慰労

金支給条例の廃止について、提案のご説明を申し

上げます。 

  本議案は、旧黒磯市において実施しておりまし

た高齢者家族介護慰労金の支給につきまして、合

併協定に基づき本年３月末をもって廃止するもの

でございます。 
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  次に、議案第58号 塩原町チャイルドシート購

入費補助金交付条例の廃止について、ご説明を申

し上げます。 

  本議案は、旧塩原町におけるチャイルドシート

購入費補助事業につきまして、合併協定に基づき

本年３月末をもって廃止するものでございます。 

  以上、10議案につきまして、よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げ、説

明とさせていただきます。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４９分 

 

再開 午後 ２時０１分 

 

○議長（人見菊一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５号の上程、説明 

○議長（人見菊一君） 日程第45、議案第５号 平

成17年度那須塩原市一般会計予算についてを議題

といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 議案第５号 平成17年度那

須塩原市一般会計予算について、提案の説明を申

し上げます。 

  平成17年１月１日に誕生した那須塩原市にとり

まして、通年予算となる平成17年度当初予算は、

新市として最初の予算であり、新たなまちづくり

のための第一歩となる予算であります。 

  この那須塩原市における当面のまちづくりの指

針となるものは「新市建設計画」であり、また、

事務事業を推進していくための基本は合併協定書

となります。 

  このことから、平成17年度の当初予算は、合併

協定書や事務事業の一元化調整などで協議が整っ

た事項は誠実に履行する。新規事業は、計画策定

に関する予算など新市としての基礎を固めるため

の予算を優先する。ハード面での継続事業につい

ては、旧３市町で既に着手をしていることから、

その完了を優先するという３つの考え方を基本と

して、「しっかりとした基盤づくりのための予

算」とすることを目途に編成したところでありま

す。 

  次に、当初予算の規模についてでありますが、

一般会計は、旧市町の16年度当初予算と比較し、

1.3％減の368億6,000万円となります。しかし、

平成16年度予算は、旧黒磯市、西那須野町におい

て平成七、八年度に借り入れた減税補てん債の借

りかえ分12億1,750万円が含まれておりますので、

これらを差し引いた実質的な予算規模での比較で

は2.0％の伸びとなります。 

  これらの主なものにつきましては、歳入から申

し上げます。 

  まず、本市歳入の根幹をなす市税は174億6,817

万円を計上しました。 

  このうち、市民税は、法人市民税で大手製造会

社の特別損失計上の終了や景気回復等による伸び

を考慮し、旧市町の平成16年度当初予算と比較し、

11.1％増の56億394万4,000円の計上、また、固定

資産税も前年度比1.3％増の100億4,457万3,000円

を見込みましたが、都市計画税は事務事業のすり

合わせに伴う税率の変更があることから、前年度

比16.8％減の５億6,071万円の計上としたもので

あります。 
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  次に、地方譲与税は前年度比32.8％増の９億

974万8,000円を計上いたしましたが、国の三位一

体の改革に伴い、一般財源化される国庫補助負担

金に対する暫定的な税源移譲措置として交付され

ている所得譲与税の大幅増を見込んだものであり

ます。 

  地方消費税交付金は、景気回復による消費支出

の増加を見込み、前年度対比21.3％増の11億

8,800万円を計上いたしましたが、地方交付税は、

市税収入の伸びや三位一体改革の影響を勘案し、

前年度比2.3％減の35億5,800万円としたところで

あります。 

  また、事業見合いの財源となる国庫支出金及び

県支出金は、それぞれ29億6,786万2,000円、22億

9,101万円を見込み計上いたしましたが、国庫支

出金は児童扶養手当負担金や生活保護費負担金、

都市計画費補助金等の増加で、前年度対比35.8％

の増、また、県支出金は新山村振興対策事業関連

補助金の減少等の影響で、前年度比12.5％の減と

したものであります。 

  なお、合併関係の国・県補助金につきましては、

国１億円、県２億円の合わせて３億円を見込み計

上しました。 

  このほか、繰入金は７億3,475万円を計上いた

しましたが、この主なものは、総合排水対策事業

基金や庁舎増・改築基金、温泉街活性化推進基金

など地域限定基金を活用し、事業の推進を図ろう

とするものであります。 

  また、市債は38億3,080万円を計上いたしまし

たが、このうち合併特例債は22億7,130万円の計

上で、塩原地区の（仮称）塩原温泉公園整備や、

西那須野地区のまちづくり交付金事業、黒磯地区

の東那須野公民館整備事業など各地区の懸案事項

を推進するための財源とするものであります。 

  なお、今後の合併特例債の活用につきましては、

起債の充当率や元利償還金に対する交付税措置等

を考慮すれば、通常起債より有利な取り扱いとな

るため、優先的に活用したいと考えておりますが、

何でも特例債という姿勢ではなく、事業の優先順

位等を配慮しながら、適切に運用してまいりたい

と思っております。 

  続きまして、歳出について申し上げます。 

  １款議会費は、３市町の16年度当初予算と比較

し、27.7％減の３億2,985万4,000円の計上となり

ますが、これは合併に伴い議員定数が32人となる

ことによる議員給与費の減少を考慮したものです。 

  次に、２款総務費は前年度比19.8％増の48億

8,108万4,000円を計上し、振興計画の策定を初め、

市勢要覧や外国人向けガイドブックの作成等に取

り組むほか、老朽化が著しく、耐震診断でも安全

性に問題があると指摘を受けている塩原支所の建

てかえを実施します。また、那須塩原市議会議員

選挙や農業委員会委員選挙に関する経費のほか、

10月に実施予定の国勢調査に関する経費も計上し

たところであります。 

  続いて、３款民生費は旧西那須野町及び塩原町

の生活保護対象者の分を加え、前年度比２倍以上

の伸びとなる生活保護費のほか、前年度比7.7％

増を見込む児童福祉費などで、民生費全体では

10.8％増の76億6,849万1,000円を計上いたします。 

  ４款衛生費、５款労働費、６款農林水産業費は、

前年度に比べそれぞれ1.1％、15.6％、22.6％の

減少となりますが、衛生費では住民の健康診査に

関する経費や、下水道エリア以外への浄化槽設置

に関する支援、ごみ処理に要する経費などの計上、

また、労働費では、新たに西那須野地区と塩原地

区で取り組むことになる中小企業退職金共済加入

促進補助金や、勤労者住宅建設協調融資預託金、

さらに、農林水産業費では、全国ホルスタイン共

進会栃木大会の負担金や資源リサイクル畜産環境
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整備事業など、当面取り組むべき事業経費につき

ましては、それぞれ計上したところであります。 

  次に、７款商工費は中小企業融資預託金を11億

円とし、４倍協調で44億円の融資枠を確保したほ

か、観光振興では平成18年に開湯1200年を迎える

塩原温泉を全国にアピールするためのプレイベン

ト経費や、ＰＲ経費等に充てるための補助金の計

上、また、塩原温泉活性化を目指すため、地域再

生事業計画の核となる観光拠点施設として、（仮

称）塩原温泉公園整備に関する経費等も計上した

ところで、前年度比22.4％増の21億8,807万2,000

円を計上いたします。 

  また、８款土木費は前年度比では5.8％のマイ

ナスとなりますが、まず、まちづくりの基本とな

る計画づくりとして、道路整備基本計画と総合雨

水排水基本計画の策定を行います。これらは新市

の一体的なまちづくりと市民生活の安定向上に大

きく寄与するものでありますので、できるだけ早

い時期にまとめたいと思っています。 

  広域拠点、地域拠点の整備といたしましては、

まず、ＪＲ那須塩原駅西口の土地区画整理事業で

は、平成17年度に西地区の整備が完了する予定で

ありますので、北地区の整備に重点的に取り組み、

事業の一層の推進を図ります。 

  また、西那須野地区におきましては、まちづく

り交付金事業を活用し、都市計画道路３・４・２

中央通りの整備のほか、太夫塚公園の主要施設で

ある体験学習施設の整備に着手いたします。 

  さらに、塩原地区でも同様に、まちづくり交付

金事業により、塩原温泉地区を歩いて楽しむこと

のできる温泉街とするための周遊道路整備に関す

る測量調査を実施いたします。 

  このほか、国庫補助金や合併特例債等を活用し、

各地区の道路整備等も実施する予定で、土木費全

体では54億4,826万3,000円を計上したところです。 

  次に、９款消防費は16億8,147万8,000円を計上

し、新湯地区の消防コミュニティセンターの整備

を初め、消防ポンプ自動車の更新や耐震性防火水

槽の整備等を実施する予定であります。 

  さらに、10款教育費では、ほぼ前年度同額の47

億66万3,000円を計上し、まず、学校教育に係る

ソフト面での対応としては、小学校と中学校の教

育推進費に２億6,636万2,000円を計上し、少人数

学級実現のための教科別指導講師を初め、小学校

のＡＤＨＤ等の対応に当たる学級活動支援講師や、

中学校における不登校対応のための学校生活適応

講師など、合わせて103人を雇用いたします。こ

れは平成16年の３市町における臨時講師の雇用77

人と比較し、26人の増となるものであります。 

  また、ハード面の整備といたしましては、老朽

化の著しい西那須野学校給食共同調理場の建てか

えのための調査に着手するほか、東那須野公民館

建てかえについては、平成16年度中に実施設計が

完了いたしましたので、改築のための工事費を計

上いたしたところであります。 

  このほか、歳出予算に関する性質別経費の状況

や歳出経費の内容等につきましては、配付してご

ざいます資料等をごらんいただきたいと思います。 

  以上、平成17年度一般会計当初予算の概要を申

し上げましたが、本年度の予算は、計画づくりの

予算など新市としての基礎固めの予算を優先する

形でまとめたところでありますが、私の市長就任

から本日まで事業を検討する十分な時間があった

わけではございません。したがいまして、選挙時

に市民の皆様方にお約束した事項につきましては、

今後補正予算等の中で対応してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解のほどをお願いいたした

いと思います。 

  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げ、説明といたします。 
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○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６号～議案第１７号の上

程、説明 

○議長（人見菊一君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第46、議案第６号 平成17年度那須塩原市

国民健康保険特別会計予算から日程第57、議案第

17号 平成17年度那須塩原市墓地事業特別会計予

算までの12件を一括議題といたしたいと思います

が、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号から議案第17号までの12件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（佐藤邦昭君） では、まず初めに、議

案第６号 平成17年度那須塩原市国民健康保険特

別会計予算について、提案のご説明を申し上げま

す。 

  急速な少子高齢化の進展や医療技術の高度化、

さらに、長引く景気の低迷など、我が国の医療保

険制度を取り巻く環境は依然として厳しい状況が

続いております。合併後の那須塩原市国民健康保

険においても例外ではなく、とりわけ、平成14年

10月の制度改正に伴う前期高齢者に係る給付の増

大は、合併実施の有無にかかわらず事業運営を厳

しいものにしております。 

  予算編成に当たりましては、旧３市町ごとに保

険給付費の見込み額を的確に把握するとともに、

市全体の経済動向を可能な限り正確に勘案して行

ったところでありますが、景気低迷により税収は

伸び悩み、これに反して給付額は伸びているため、

財政規模が拡大したものの、厳しい財政状況にあ

ることには変わりはないと言えます。 

  まず、歳入につきましては、１款国民健康保険

税に介護納付金分を含めて45億9,451万2,000円、

前年度比較で10.4％の増を計上いたしました。こ

れは、合併に伴い、財政基盤の安定化を目指して

税率の見直しを行ったことによるものであります。 

  次に、３款国庫支出金は、国における三位一体

の改革により本来ならば減額となるべきところで

ありますが、保険給付費の大幅な増加が見込まれ

ることから、前年度比較で1.0％増の34億9,446万

3,000円を計上したものであります。 

  ４款療養給付費等交付金は14億6,528万3,000円、

前年度比較で47.1％の大幅な伸びとなっておりま

すが、これは退職被保険者の医療給付費の伸びに

伴うものであります。 

  また、５款県支出金は３億5,810万2,000円で、

前年度比に比べ３億1,679万4,000円の大幅増とな

りますが、これは前にも述べましたように、三位

一体改革関連により新たに県から交付されること

になる財政調整交付金を見込んだことによるもの

であります。 

  このほか６款共同事業交付金に１億4,790万

9,000円を、８款繰入金に５億2,863万2,000円を、

９款繰越金には２億1,479万4,000円を計上したも

のであります。 

  一方、歳出につきましては、予算総額の67.7％

を占める２款保険給付費に、前年度比較で18.4％

増の73億2,166万2,000円を計上いたしましたが、

これは給付割合の高い前期高齢者に係る保険給付

費の増加を見込んだものであります。 

  ほかに主なものといたしましては、３款老人保

健拠出金に21億5,764万5,000円、４款介護納付金

に７億5,124万4,000円、５款共同事業拠出金には

２億613万2,000円、また６款保健事業費に2,970
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万円などを計上いたします。 

  これらにより、予算総額は歳入歳出それぞれ

108億1,447万円となり、前年度比較では10.3％の

増となります。 

  以上、合併後初めての当初予算編成となりまし

たが、前期高齢者の段階的増加が続く平成19年度

まで財政運営はさらに厳しくなるものと予測され

ます。 

  したがいまして、平成17年度における国民健康

保険事業の運営に当たりましては、収納率の向上

を初めとする財源の確保はもとより、健康の保

持・増進、医療費の適正化など歳出の適正化にも

より一層努めてまいります。 

  続きまして、議案第７号 平成17年度那須塩原

市老人保健特別会計予算について、提案のご説明

を申し上げます。 

  老人保健対象者は、平成14年10月の制度改正に

より、年齢の段階的引き上げが実施され、年々減

少しております。 

  しかしながら、１人当たりの医療費がふえてい

ることから、医療諸費がわずかにふえている状況

にあります。 

  これに対する歳入は、公費負担の割合が段階的

に引き上げられるため、支払基金交付金が減少し、

一方で、国・県支出金及び繰入金が増加すること

となります。 

  具体的には、歳入の主なものといたしまして、

１款支払基金交付金に前年度比1.8％減の39億

1,524万1,000円を、２款国庫支出金に前年度比

13.2％増の18億1,970万6,000円を、３款県支出金

に４億5,537万4,000円、また、４款繰入金に４億

8,719万2,000円を計上いたします。 

  歳出につきましては、１款総務費に3,933万

7,000円を、２款医療諸費に総額の99.1％を占め

る66億3,669万5,000円を計上いたします。これは

前年度比較で3.8％の増となっておりまして、１

人当たりの医療費の増加を見込んだものでありま

す。 

  これによりまして、予算総額は歳入歳出それぞ

れ前年度比3.5％増の66億9,462万5,000円となり

ます。 

  議案第８号 平成17年度那須塩原市介護保険特

別会計予算について、提案のご説明を申し上げま

す。 

  本議案は、介護保険事業の第２期計画期間の３

年目を迎えますので、計画に沿った事業を円滑に

進めるための予算として40億5,789万8,000円を計

上いたしました。 

  歳入の主なものにつきましては、65歳以上の高

齢者からの第１号被保険者保険料を１款保険料に

６億8,394万7,000円、40歳から64歳までの第２号

被保険者の保険料は３款支払基金交付金に12億

4,566万1,000円、公費負担分として２款国庫支出

金に９億8,173万9,000円の計上を初め、４款県支

出金に４億8,658万9,000円、一般会計及び介護給

付費繰入金として、６款繰入金に６億5,977万円

を計上したものであります。 

  歳出につきましては、職員人件費、保険料の賦

課徴収費、要介護認定に係る費用等を含む１款総

務費に１億5,821万円、保険給付費38億9,270万円、

３款財政安定化基金拠出金389万3,000円などを計

上しております。 

  介護保険の運用に当たりましては、要介護高齢

者に必要な介護サービスが十分かつ適正に給付で

きるよう、また、制度の基本理念であります高齢

者の自立支援に努力いたします。 

  次に、議案第９号 平成17年度那須塩原市板室

本村簡易水道事業特別会計予算について、提案の

ご説明を申し上げます。 

  本年度の歳入につきましては、過去の実績など
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を勘案いたしまして、年間の有収水量を２万

9,000ｍ3とし、料金収入と加入金などで420万

8,000円を計上したほか、一般会計繰入金154万

8,000円、繰越金、諸収入などを合わせて、歳入

総額を586万円といたしました。 

  歳出につきましては、水道事業費に人件費とし

て421万6,000円、水質検査などの委託料82万

3,000円、徴収事務費11万円、施設整備費15万

1,000円などで586万円を計上いたしました。 

  これにより、予算総額を歳入歳出それぞれ586

万円とするものであります。 

  次に、議案第10号 平成17年度那須塩原市板室

温泉簡易水道事業特別会計予算について、提案の

ご説明を申し上げます。 

  本年度の歳入につきましては、当給水区域が観

光地で旅館業の使用者が多いことから、水道使用

料は入れ込み客数に影響される懸念はありますが、

過去の実績等を勘案して、有収水量を７万1,000

ｍ3とし、料金収入と加入金等で845万2,000円を

計上し、そのほか財政収入で5,000円、繰越金な

どを合わせ、収入総額を856万2,000円といたしま

した。 

  歳出につきましては、人件費の減を見込み、水

道事業費に人件費として435万1,000円、水質検査

などの委託料68万4,000円、徴収事務費12万4,000

円、施設整備費で15万1,000円などで、総額856万

2,000円を計上いたしました。 

  これによりまして、予算総額を歳入歳出それぞ

れ856万2,000円とするものであります。 

  議案第11号 平成17年度那須塩原市西塩簡易水

道事業特別会計予算について、提案のご説明を申

し上げます。 

  本年度の歳入につきましては、過去の実績など

を勘案いたしまして、年間の有収水量を29万

5,055ｍ3とし、２款水道事業収入に料金収入と加

入金等で2,580万7,000円を計上いたしました。 

  また、施設整備費の財源として、３款国庫支出

金に簡易水道施設整備費国庫補助金の579万円、

８款市債に簡易水道事業債の2,800万円を計上い

たしました。 

  また、５款繰入金に基金及び一般会計からの繰

入金1,236万3,000円を計上したほか、６款繰越金、

７款諸収入などを計上しております。 

  歳出につきましては、１款水道事業費に一般管

理費、徴収費、施設管理費及び施設整備費の

6,765万3,000円を計上いたしました。 

  また、３款公債費に簡易水道事業債償還金の

574万円を計上しております。 

  これによりまして、予算総額を歳入歳出それぞ

れ7,369万4,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第12号 平成17年度那須塩原

市下水道特別会計予算について、提案のご説明を

申し上げます。 

  本議案は、那須塩原市の実質的な最初の予算で、

新市建設計画を基本に事務事業の調整を考慮し、

下水道事業特別会計を編成したものであります。 

  下水道事業特別会計予算の総額は、歳入歳出と

も40億4,952万5,000円であり、旧３市町の平成16

年度当初予算計上額43億865万円に比較し、２億

5,912万5,000円、率にいたしまして6.0％の減と

なるものであります。 

  歳出の主な事業費では、１款下水道管理費のう

ち総務管理費において、下水道使用料徴収業務委

託料に2,917万2,000円、水洗化促進事業に563万

8,000円など２億4,214万7,000円を計上し、さら

に施設管理費では、黒磯・塩原両水処理センター

の維持管理費などに２億5,357万7,000円、黒磯水

処理センターの平成16年度及び平成17年度の継続

事業の最終年として、送風機の増設や受水施設の

更新工事の委託料で１億1,131万5,000円、下水道
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台帳整備やマンホール補修などの管渠管理費に

3,125万3,000円を計上して、対前年度比6.7％増

の総額６億3,829万2,000円を計上するものであり

ます。 

  ２款下水道建設費では、公共下水道整備として

各地区の汚水管渠整備費や雨水幹線工事、区画整

理事業との合併施工負担金など９億8,527万円を

計上し、特定環境保全公共下水道整備として黒磯

地区、西那須野地区に２億7,145万9,000円、合わ

せまして12億5,672万9,000円を計上いたしました。

補助事業の減などにより、対前年度比は18.7％の

減となります。 

  ３款流域下水道費につきましては、下水道資源

化工場建設の負担増により、対前年度比5.3％増

の２億2,087万6,000円、また、４款公債費では、

対前年度比1.1％減の19億3,062万8,000円を計上

するものであります。 

  一方、歳入では、３款国庫支出金に、雨水幹線

工事や黒磯水処理センター施設更新工事などで４

億7,633万6,000円を計上いたしましたが、補助対

象事業の減により、対前年度比は21.6％の減とな

ります。 

  その他、１款分担金及び負担金に4,356万7,000

円、２款使用料及び手数料に８億4,556万2,000円、

５款繰越金に500万円、６款諸収入に371万7,000

円、７款市債に８億1,710万円を計上しますが、

なおも財源が不足することから、４款繰入金に一

般会計からの繰り入れで、対前年度比4.2％減の

18億5,824万3,000円を計上するものであります。 

  続きまして、議案第13号 平成17年度那須塩原

市農業集落排水事業特別会計予算について、提案

のご説明を申し上げます。 

  平成17年度の那須塩原市農業集落排水事業特別

会計予算は、歳入歳出それぞれ7,532万6,000円を

計上し、対前年度比では2.1％の増となります。 

  増額の主な理由といたしましては、農業集落排

水事業の起債償還元金が増額したことによるもの

であります。 

  歳出の主な事業費では、１款農業集落排水事業

管理費において、南赤田地区、東部地区ともに業

務手数料、業務委託料、光熱費等をそれぞれ計上

し、対前年度比10.6％減の総額3,016万9,000円を

計上するものであります。 

  ２款公債費では、元金償還分と利子償還分をそ

れぞれ南赤田地区、東部地区に計上し、対前年度

比12.8％増の総額4,497万2,000円を計上するもの

であります。 

  一方、歳入では、１款分担金及び負担金に

2,022万4,000円、２款使用料及び手数料に1,991

万3,000円、５款繰越金に200万円、６款諸収入に

200万円をそれぞれ計上しておりますが、なおも

財源が不足することから、３款繰入金に一般会計

から3,478万9,000円を計上し、繰入額は対前年度

と比較して増となります。 

  続きまして、議案第14号 平成17年度那須塩原

市土地区画整理事業特別会計予算について、提案

のご説明を申し上げます。 

  本会計は、保留地処分金及び一般会計からの繰

入金等の事業収入を財源として区画整理事業を実

施しております。 

  歳入では、事業収入で保留地処分金１億429万

4,000円、一般会計からの繰入金375万1,000円の

ほか、市債として地域開発事業債の借入金２億

7,260万円などを計上いたしました。 

  一方、歳出では、１款区画整理事業費に２億

7,476万2,000円を計上いたしましたが、保留地処

分にかかわる経費のほか、工事請負費、物件移転

補償金及び委託料等が主なものであります。 

  ２款公債費には、起債の元金１億367万5,000円、

その償還利子221万1,000円を計上し、ほかに予備
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費1,000円を計上いたしました。 

  これらにより、予算総額は歳入歳出それぞれ３

億8,064万9,000円となるものであります。 

  続きまして、議案第15号 平成17年度那須塩原

市公共用地先行取得事業特別会計予算について、

提案のご説明を申し上げます。 

  この会計は、事業用地の先行取得を行うことで

公共事業の円滑で効率的な執行を図ることを目的

として設置したもので、平成17年度は新たな用地

取得に関する予算の計上はなく、過去に取得した

事業用地の償還金を計上したものであります。 

  歳出は、２款公債費に8,997万3,000円を計上し、

平成７年度取得の黒磯駅西口駅前広場周辺整備事

業用地及び文化会館駐車場用地、平成13年度取得

の保健福祉施設用地、平成14年度取得の市道松浦

町・稲村線用地の元金と利子の償還を行うもので

あります。 

  また、この財源としての歳入につきましては、

全額一般会計からの繰入金であります。 

  次に、議案第16号 平成17年度那須塩原市温泉

事業特別会計予算について、説明を申し上げます。 

  本年度の歳入につきましては、温泉事業、集中

管理事業の給湯件数及び過去の実績等を勘案いた

しまして、２款事業収入に温泉使用料、集中管理

事業、温泉使用料、温泉特別使用料で5,333万

5,000円を計上したほか、１款分担金及び負担金、

３款財産収入、４款繰入金、５款繰越金、６款諸

収入を計上しております。 

  歳出につきましては、１款温泉事業管理費に総

務管理費、施設管理費で5,233万9,000円を計上し

たほか、２款温泉事業建設費、３款予備費を計上

しております。 

  これによりまして、予算総額を歳入歳出それぞ

れ5,334万1,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第17号 平成17年度那須塩原

市墓地事業特別会計予算について、ご説明を申し

上げます。 

  当該特別会計は、今後も継続する墓地需要にこ

たえるため、赤田霊園及び塩原温泉さくら公園墓

地の適正な管理を行う経費であります。 

  赤田霊園の主な歳入は、永代使用料400万円、

管理手数料85万円、一般会計繰入金151万9,000円

などを合わせ、歳入総額637万1,000円。 

  歳出の主なものは、清掃管理業務委託料49万

4,000円、公債費元金償還金507万4,000円などを

計上いたしました。 

  また、塩原温泉さくら公園墓地につきましても、

歳入で永代使用料20万円、管理手数料23万6,000

円、一般会計繰入金2,258万7,000円などで、総額

2,302万4,000円といたしました。 

  歳出の主なものは、受水槽に関する管理委託及

び除草委託に81万2,000円、公債費、元利償還金

に1,992万8,000円、同償還金利子の168万5,000円

などでございます。 

  以上、12議案に対しまして、よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げ、説

明とさせていただきます。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１８号～議案第２０号の

上程、説明 

○議長（人見菊一君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第58、議案第18号 平成17年度那須塩原市

黒磯水道事業会計予算から日程第60、議案第20

号 平成17年度那須塩原市塩原水道事業会計予算

までの３件を一括議題といたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第18号から議案第20号までの３件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 議案第18号 平成17年度那

須塩原市黒磯水道事業会計予算について、提案の

説明を申し上げます。 

  地方公営企業法は、その年度の目標として、業

務の予定量並びにそれに関する収入及び支出の大

綱を定めるよう規定しております。 

  平成17年度のおいては、その業務量を給水戸数

１万9,950戸、年間総給水量585万ｍ3、１日平均

給水量１万6,027ｍ3、主な建設改良事業１億

9,539万7,000円と定め、予算の編成を行いました。 

  収益的収入につきましては、営業収益の主なも

のとして、給水収益10億8,225万円並びに水道加

入金等の収益3,515万6,000円を計上し、営業外収

益の主なものとしては、下水道使用料賦課徴収事

務受託料等で、雑収益に1,420万5,000円で、収入

合計11億3,161万8,000円を計上しました。 

  支出においては、営業費用の主なものとして、

職員給与費１億5,311万4,000円、北那須水道受水

費２億5,470万3,000円、上下水道料金関係業務委

託料4,279万8,000円、浄水施設等の修繕費として

5,459万5,000円、減価償却費２億2,148万3,000円

等で、合計９億4,954万6,000円を計上しました。 

  また、営業外費用としては、企業債の支払利息

等で１億3,553万9,000円を計上いたし、支出の総

額を10億9,988万9,000円としたものであります。 

  次に、資本的収入及び支出でありますが、収入

は、第５次拡張工事にかかわる企業債として１億

円のほか、負担金1,130万円、国庫補助金750万円

等を計上し、資本的収入の総額を１億2,030万

3,000円としました。 

  支出につきましては、建設改良費として、配水

設備拡張費１億9,539万7,000円、量水器費145万

6,000円、企業債償還金２億743万4,000円を計上

し、資本的支出の総額を４億429万5,000円とした

ものです。 

  支出に対しまして収入が不足する額２億8,399

万2,000円は、損益勘定留保資金、積立金、消費

税資本的収支調整額により補てんいたします。 

  厳しい財政状況下でありますが、公営企業法の

原則である経済性の発揮と水の安定供給並びに事

業の健全経営に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、議案第19号 平成17年度那須塩原市西那

須野水道事業会計予算について、提案の説明を申

し上げます。 

  平成17年度においては、この業務量を給水戸数

１万9,600戸、年間総給水量518万7,000ｍ3、１日

平均給水量１万4,210ｍ3、主な建設改良事業３億

950万円と定め、予算の編成を行いました。 

  収益的収入につきましては、営業収益の主なも

のとして、給水収益９億5,433万1,000円並びに水

道加入金等の収益2,735万2,000円を計上し、営業

外収益の主なものとしては、下水道使用料賦課徴

収事務受託料等の雑収益989万1,000円等で、合計

９億9,166万9,000円を計上しました。 

  支出につきましては、営業費用の主なものとし

ては、北那須水道受水費３億5,067万7,000円、職

員給与費5,423万1,000円、浄水場施設や給水管等

の修繕費として7,161万7,000円、浄水場管理業務

委託料3,935万円と水道料金等徴収事務業務委託

料3,174万2,000円、減価償却費２億544万9,000円

等で、８億3,872万3,000円を計上いたしました。 

  また、営業外費用としては、企業債の支払利息

等で１億167万円を計上し、支出の総額を９億
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4,871万2,000円としたものであります。 

  次に、資本的収入及び支出でありますが、収入

は企業債１億円のほか、出資金290万円、負担金

420万円、補償金2,119万5,000円を計上し、資本

的収入の総額を１億2,841万8,000円としました。 

  支出につきましては、建設改良費の浄水設備費

に１億500万円、配水設備拡張費に２億2,318万

9,000円、量水器費94万7,000円、企業債償還金１

億3,857万3,000円等を計上し、資本的支出の総額

を４億6,971万円としたものです。 

  支出に対しまして収入が不足する額３億4,129

万2,000円は、損益勘定留保資金、積立金、消費

税資本的収支調整額により補てんいたします。 

  厳しい財政状況下でありますが、公営企業法の

原則である経済性の発揮と水の安定供給並びに事

業の健全経営に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、議案第20号 平成17年度那須塩原市塩原

水道事業会計予算について、提案の説明を申し上

げます。 

  平成17年度におけるこの業務量を、給水戸数

2,692戸、年間総給水量188万1,000ｍ3、１日平均

給水量5,153ｍ3、主な建設改良事業1,746万8,000

円と定め、予算の編成をしました。 

  収益的収入につきましては、上水道事業では、

営業収益の主なものとして、給水収益１億8,433

万8,000円並びに消火栓維持管理負担金等の収入

112万2,000円を計上し、営業外収益の主なものと

しては、下水道賦課徴収事務受託料等の雑収益

989万1,000円等で、計１億9,596万9,000円。 

  簡易水道事業の主な営業収益として、給水収益

8,424万4,000円、営業外収益の主なものとしては、

簡易水道企業債償還金利息の一部として、一般会

計補助金1,865万3,000円等で、計１億371万円を

計上し、収入総額を２億9,967万9,000円としまし

た。 

  支出につきましては、上水道事業費では、営業

費用の主なものとして、職員給与費3,490万2,000

円、減価償却費4,714万円等で、計１億1,334万

8,000円を計上し、営業外費用としては企業債支

払利息等で3,831万3,000円を計上したものであり

ます。 

  また、簡易水道事業費では、営業費用の主なも

のとして、職員給与費566万3,000円、県営水道受

水費4,469万6,000円、減価償却費5,336万2,000円

等で計１億1,802万2,000円を計上し、営業外費用

としては、企業債支払利息等で3,326万9,000円を

計上し、支出の総額を３億431万6,000円としたも

のであります。 

  次に、資本的収入及び支出でありますが、収入

は、簡易水道事業企業債として60万円、簡易水道

企業債償還金の一部として、一般会計補助金

2,618万8,000円を計上し、資本的収入の総額を

2,679万4,000円を計上しました。 

  支出につきましては、建設改良費として浄水設

備費の601万4,000円、配水設備拡張費に1,145万

4,000円、車両更新費用として350万1,000円、企

業債元金償還金8,439万2,000円を計上し、資本的

支出の総額を１億633万円としたものです。 

  支出に対しまして収入が不足する額7,953万

6,000円は、損益勘定留保資金、消費税資本的収

支調整額により補てんいたします。 

  厳しい財政状況下でありますが、公営企業法の

原則である経済性の発揮と水の安定供給並びに事

業の健全経営に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  以上、３議案につきまして、よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げ、説

明といたします。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号～議案第６２号の

上程、説明 

○議長（人見菊一君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第61、議案第59号 那須塩原市と栃木県と

の間の公平委員会の事務の委託に関する規約の廃

止についてから日程第64、議案第62号 市道路線

の廃止及び認定についてまでの４件を一括議題と

いたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（人見菊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第59号から議案第62号までの４件

を一括議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（佐藤邦昭君） では、議案第59号 那

須塩原市と栃木県との間の公平委員会の事務の委

託に関する規約の廃止について、提案のご説明を

申し上げます。 

  本議案は、議案第40号で提案いたしました公平

委員会の設置に伴いまして、事務の委託に関する

規約を廃止するものであります。 

  次に、議案第60号 栃木県自治会館管理組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の

変更について、提案のご説明を申し上げます。 

  平成17年３月28日から「氏家町及び喜連川町」

を廃止し、その区域をもって新たに「さくら市」

を設置することに伴いまして、必要となります栃

木県自治会館管理組合の規約の一部改正について、

関係法令の規定に基づき議会の議決を求めるもの

でございます。 

  議案第61号 字の廃止及び字の区域の変更につ

いて、提案のご説明を申し上げます。 

  本議案は、県営金田北部地区土地改良事業によ

る圃場整備の結果、従来の字の区域に符合しない

農地の区画ができてきたため、関係する字の区域

の変更を必要とするもので、地方自治法第260条

第１項の規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

  続きまして、議案第62号 市道路線の廃止及び

認定について、提案のご説明を申し上げます。 

  本議案は、３路線の市道の廃止及び11路線の認

定についてご提案するものであります。 

  廃止の３路線につきましては、都市計画道路

３・３・２号線の西赤田・埼玉工区の開通及び熊

川橋りょう整備工事完了に伴い、県道と重複する

市道３路線を一たん廃止し、８路線に分割して再

認定するものと、県道開通に伴い新設いたしまし

た１路線を合わせた９路線を認定するものであり

ます。 

  認定につきましては、これら９路線のほかに、

市土地開発指導要綱に基づく開発道路受け入れ認

定するものが１路線、市管理道路を認定するもの

が１路線であります。 

  この結果、市道の総延長は1,222.7km、実延長

は1,176.2km、市道路線の総数は2,259路線となり

ます。 

  以上、４議案につきまして、よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げまし

て、説明とさせていただきます。 

○議長（人見菊一君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（人見菊一君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 
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  大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時５９分 
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